
、
へ
℃

（6）

七お∬93第3種郵便物認可）昭和53年2月10泊

　
　
　
　
52
年
度
3
種
混
合
予
防
接
種
日
程

　
今
ま
で
中
止
し
て
お
り
ま
し
た
三

種
混
合
（
百
日
咳
・
ジ
フ
テ
リ
ア
・

破
傷
風
）
予
防
接
種
を
、
本
年
よ
り

実
施
し
ま
す
．
日
程
、
該
当
年
齢
等

よ
く
ご
覧
の
上
、
問
違
い
の
な
い
よ

う
に
接
種
を
受
け
て
下
さ
い
。

　
特
に
、
該
当
年
齢
者
以
外
は
予
防

接
種
法
に
よ
り
、
こ
の
接
種
は
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
。

◎
該
当
年
齢
　
昭
和
四
十
九
年
十
月

一
日
よ
り
昭
和
五
卜
一
年
四
月
一
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
者
．

※
接
種
前
の
注
意

　
前
日
入
浴
を
さ
せ
、
清
潔
な
肌
着

を
着
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
ル
ギ
ー
体
質
、
そ
の
他
医
師
が
不
適

　
当
日
、
午
前
・
午
後
の
体
温
測
定
　
　
　
印
か
ん
、
母
子
手
帳
を
忘
れ
ず
に
。
　
と
認
め
た
も
の
．

を
忘
れ
ず
に
．
　
　
　
　
　
　
　
　
有
熱
者
、
病
後
衰
弱
の
い
ち
じ
る
　
寄
付
あ
り
が
と
う

　
問
診
票
は
責
任
を
持
っ
て
正
確
に
　
　
し
い
者
．
胸
線
淋
巴
線
体
質
、
ア
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
会
福
祉
事
業
へ

　
　
　
　
　
　
に
剤
料
　
が
な
ほ
　
　
に
吸
衣
　
　
　
　
。

地
　
区
　
名

月
　
　
　
日

受
　
付
　
時
　
間

実
施
会
場

新
座
・
大
井
田
及
び

高
田
町
四
・
五
丁
目

3
月
6
日

（
月
）

午
後

1
時
30
分
～
2
時
2
0
分

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

下
　
条
　
全
　
区

3
月
7
日

（
火
）

午
後

－
時
3
0
分
～
2
時
2
0
分

下
条
公
民
館

川
治
・
六
箇
・
八
箇

（
高
田
町
四
・
五
丁
目
を
除
く
）

川
治
公
民
館

中
条
・
飛
一
・
飛
二

3
月
8
日

（
水
）

午
後

1
時
30
分
～
2
時
2
0
分

中
条
公
民
館

吉
　
田
　
全
　
区

午
後

1
時
3
0
分
～
2
時

吉
田
公
民
館

卜
日
町
全
区

3
月
9
日

（
木
）

午
後

1
時
3
0
分
～
2
時
2
0
分

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

水
　
沢
　
全
　
区

3
月
1
0
日

（
金
）

午
後

1
時
3
0
分
～
2
時

水
沢
出
張
所

　　オムツに柔軟剤は必要ない
⇔漂白剤とけい光増白剤の違い

　どちらも黄ばみ黒ずみを白くします。漂臼剤は、繊維

含まれる有色物質を化学的に除去、白くし、けい光増白

は紫外線を吸収、青色系の光線（けい光）を反射する染

で染めて臼く見せます。

　け1．、光増白剤はほとんどの合成洗剤に含まれています

発がん性のおそれがあるため、紙ナブキン、食品包装紙

どには禁止されています。赤ちゃんの衣類には使わない

うが安全でず。

⇔柔軟剤

　主成分は陽イオン系界面活性剤。洗い上がりを柔らか

する効果、帯電防止効果があります。しかし木綿の場合

湿性が笈～％くらいまで落ちてしまいます。赤ちゃんの

類、とくにオムツには必要ありません。

⇔使用上の注意

　◎濃慶、温度など表示の注意事頃を正しく守ること。

　◎塩素系漂白剤はホーロー．ブラスチック容器で。

　◎樹脂加工の衣類に塩素系漂白剤を使うと黄変します

　
▼
富
井
一
男
…
…
三
万
円
（
香
典

返
し
）
▼
中
村
昌
子
…
…
三
万
円

（
香
典
返
し
）
▼
中
条
中
学
校
生
徒
会

…
…
二
千
八
円
▼
十
日
町
服
飾
専
門

学
校
生
徒
会
…
…
四
千
円
▼
十
日
町

ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
：
…
・
三
万
円
▼

立
正
佼
成
会
十
日
町
教
会
青
年
部
…

…
八
万
六
千
七
百
五
十
七
円
▼
匿
名

…
…
九
千
四
百
五
卜
五
円
▼
水
工
会

有
志
一
同
（
水
道
工
業
V
…
…
一
万

千
三
卜
四
円
▼
長
助
…
…
九
千
七
、
白

六
↑
円
▼
高
新
織
物
㈱
親
睦
会
…
－

四
千
九
百
六
円
▼
佐
藤
実
－
…
・
三
千

九
百
八
十
六
円
▼
真
霜
祐
二
－
…
∴
二

万
円
▼
内
藤
直
義
…
…
千
円
▼
水
落

喜
二
男
…
∴
万
円
▼
村
山
兼
吉
…

…
三
千
百
五
十
五
円
▼
新
座
だ
い
ま

た
…
…
三
千
円
▼
金
沢
久
子
：
…
二

万
円
及
び
肌
着
十
枚
▼
立
正
佼
成
会

十
日
町
教
会
青
年
部
…
∴
万
百
五

十
一
円

年
金
受
給
手
続
き
を
ロ
実
に
し

た
窃
盗
や
詐
取
に
ご
注
意
を
〃
・

　
昨
年
八
月
頃
か
ら
、
山
形
、
宮
城

福
島
、
群
馬
の
各
県
で
、
老
人
を
対

象
に
、
年
金
（
厚
生
年
金
や
国
民
年

金
な
ど
）
の
受
給
手
続
を
口
実
に
し

た
訪
問
窃
盗
や
詐
取
事
件
が
続
発
し

て
い
ま
す
。

　
そ
の
手
口
は
、
市
役
所
職
員
と
偽

り
、
「
O
月
か
ら
年
金
が
上
る
の
で
年

鰍学

聯
　
保
健
課
は
、
二
階
に
位
置
し
、
二

係
二
十
八
名
で
次
の
仕
事
を
担
当
し

て
い
ま
す
、

　
国
保
係
　
保
険
給
付
、
保
険
料
の

賦
課
及
び
調
定
、
保
険
事
業
の
統
計

趣
旨
普
及
、
診
療
所
の
経
営
、
日
雇

労
働
者
健
康
保
険
な
ど
。

　
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
当

た
り
、
重
要
な
事
項
は
市
長
の
諮
間

機
関
で
あ
る
国
民
健
康
保
険
運
営
協

議
会
の
答
申
を
得
て
市
議
会
に
提
案

し
ま
す
。
不
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

かしこい消費者⑫

医
療
費
は
年
々
増
加
し
、
五
十
二
年

度
の
保
険
給
付
費
は
十
億
円
を
越
え

る
と
思
い
ま
す
。
保
険
料
の
納
入
に

つ
い
て
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
保
健
衛
生
係
　
疾
病
予
防
、
健
康

の
維
持
管
理
に
つ
い
て
普
及
指
導
、

母
子
保
健
、
成
人
病
対
策
、
精
神
衛

生
、
妊
産
婦
乳
児
に
対
す
る
医
療
費

の
助
成
、
各
種
予
防
接
種
、
結
核
予

防
、
血
液
対
策
、
伝
染
病
患
者
の
収

容
防
疫
、
医
療
対
策
な
ど
．

　
健
康
の
維
持
管
理
は
毎
日
の
生
活

態
度
が
重
要
。
皆
さ
ん
の
ご
研
究
を

切
に
期
待
し
ま
す
．

　
　
　
　
　
　
（
岡
田
保
健
課
長
）

金
証
書
の
書
替
え
が
必
要
、
手
続
き

を
し
て
や
る
…
…
」
な
ど
の
口
実
で

年
金
受
給
者
宅
を
訪
問
し
、
家
人

に
年
金
証
書
や
印
鑑
を
探
さ
せ
、
そ

の
ス
キ
に
現
金
や
預
金
通
帳
を
盗
み

と
っ
た
り
、
詐
取
す
る
と
い
う
も
の

で
す
。

　
犯
人
は
、
年
齢
四
十
歳
位
で
身
長

百
六
十
抽
．
位
の
小
太
り
の
男
と
、
年

齢
三
十
歳
位
、
身
長
百
七
十
隼
位
の

ミみ一δ・（

　
　
痂

し
森

5
訥

お豊

工

毒1
／膨　／／’1癩

一ヒ＿

ヤ

心
ト

　
　
略

｛
綜

」
粘
あ

、賊」」一

、
？
．

　
■
四

　r』1亀レ　　1
｛＼ト」㌦

一＼横

へつ

製
　　〆　＼奔

や
せ
型
の
男
の
二
人
組
の
連
続
犯
行

と
み
ら
れ
ま
す
．
こ
の
よ
う
な
被
害

を
蒙
ら
な
い
よ
う
注
意
し
て
い
た
だ

く
と
と
も
に
、
み
つ
け
た
ら
す
ぐ
に

最
寄
り
の
警
察
署
や
国
民
年
金
係
に

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
．
、

　
　
　
　
　
　
　
　
』

審
葎
2
　
齢

◎
小
雪
と
思
わ
れ
て
い
た
今
年
の
雪

も
昨
年
に
続
く
大
雪
と
な
り
、
雪
お

ろ
し
な
ど
で
毎
日
が
忙
し
く
な
っ
て

き
ま
し
た
。

◎
い
よ
い
よ
明
日
は
雪
ま
つ
り
と
な

っ
た
わ
け
で
す
が
、
雪
ま
つ
り
の
発

生
の
由
来
に
も
ど
り
、
大
雪
を
克
服

し
て
楽
し
い
雪
ま
つ
り
に
し
た
い
も

の
イ
．
㌧
す
。

　
各
会
場
は
、
最
後
の
雪
像
作
り
が

進
ん
で
い
ま
す
。
「
ご
苦
労
さ
ま
で

す
」
「
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
」
各
会

場
で
暖
か
い
気
持
ち
の
ふ
れ
合
い
が

響
き
わ
た
っ
て
い
ま
し
た
。

田市勢／人ロ…50，503人（男24，693・女25。810人）／世帯数…11，955／面積…21L44k㎡（1月1日現在

ど
℃
て
保
存
し
て
く
だ
哉
い
－

澗

ンヨのかけ声のなか、少
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　市では、下水道法、その他び）法令で定めド）れているもののほか、必要

な事項を条例で定めて公共 ド水道施設が十分にその機能を果たせるよう

十日町市下水道条例を定めました。

　そこで、この条例の概要をお知らせし、市民び）みなさんのご理解とご

協力をお願いしたいと思います。

◎排水設備についての主な規定

①排水設備を設置するときは、公共下水道グ）施設の機能を妨げたり、

　損傷しないヵ所及び実施方法で公共卜水道グ）マスその他の排水施設

　に固着させること．

②汚水を排除する管渠は暗渠とし、そσ）起点、集合点・屈曲点等には

　接続マス又はマンホールを設けること。

③炊事場、溶室等の排水ヵ所には、容易に検査及び清掃ができる構造

　のトラップ及びごみの流入を防止するためのストレーナを設けるこ

　と。

④排水設備は堅固で耐久力を有する構造とし、耐水性の材料で造り、

　漏水を最小限グ）ものとする措置を講ずること。

⑤水洗便所は、し尿を公共下水道に完全に排除することができるのに

　十分な水量と水圧で、汚水を流入することができる構造とすること。

⑥水洗便所は、トラップにより防臭装置をすること。トラップは大便

　器及び兼用便器にあっては、内径75㎜以上、小便器は内径30㎜2以上

　とすること。

⑦便器その他の材料は耐酸性のものを使用すること。

◎排水設備等の計画の確認及び工事についての主な規定

①排水設備等を新設しようとする場合は・申請書など必要書類を市長

　に提出し、その計画が法令の規定に適合するものであることについ

　て確認を受け、工事が終了したときはその旨届け出ること・

②排水設備等の工事は、市長の指定を受けた業者が行うこと。

③取付マスを2人以上の共同で使用する場合は、代表者を選定して届

　け出、共同の場合は代表者が、単独の場合は設置義務者が維持管理

　を行うこと。

◎公共下水道の使用についての主な規定

①公共ド水道の使用を開始しようとするとき、または休止、廃止、使

　用σ）再開をしようとするときは、その旨を届け出ること。

②し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれを行う

　こと。

③特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する場合は、条例

　に定める基準に適合しない水質の汚水を排除することはできない・

④条例に定める基準に適合しない汚水を排除して公共下水道を使用す

　る場合は、除害施設を設けること。

◎行為及び占用の許可について

　公共下水道の敷地並びに施設に工作物その他の物件を設ける等の行

為をしようとする場合には、市長の許可を受けなければならない。こ

の場合には、占用料を納付すること。

◎監督処分について

　この条例に基づく規定に違反した場合及び

許可条件に違反した場合等には、その許可の

取消し、行為又は工事の中止、使用制限、使

用禁止、その他必要な措置を命ずることがあ

る。

◎罰　　則

　みだりに排水設備等の工事を実施した場合、

その他この条例に違反した場合には、法令及

びこの条例による罰則が適用される。

　この下水道条例についての詳細や十日町

市排水設備等指定工事業者規程についての

問い合わせは市役所下水道課87－3111番内

線258へ。なお、この条例は昭和53年2月

15日公布施行ですが、公共下水道の使用は

終末処理場の完成後となります。

一（第3種郵便物認可）昭和53年3月lo日■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1■■■■■と7お』膨』露コ『1■■■■■■1■■（2）

　十日町市の公共下水道事業は、昭和49年に下

水道事業準備室を発足させて以来、4年の歳月

が流れました。この間、51年には下水道課に改

め事務体制を強化する中で、下水道管の埋設工

事の着手、そしてこのぼど十日町市下水道条例

も施行されました。今月は、快適な生活環境づ

くりを目ざして進められている下水道事業を考

えてみたいと思います。

国
の
長
期
計
画
の
概
要

　
国
で
は
、
昭
和
五
十
一
年
度
を
初

年
度
と
す
る
第
四
次
下
水
道
整
備
五

ヵ
年
計
画
を
策
定
し
て
い
ま
す
。

　
日
本
は
、
世
界
の
先
進
国
に
比
べ

て
ド
水
道
の
普
及
割
合
が
非
常
に
遅

勉
埋
嬉
菖
覆

－
公
共
下
水
道
事
業
…

　
下
水
道
は
、
家
庭
な
ど
か
ら
出
る
　
　
て
い
表
す
，

汚
水
（
水
洗
便
所
か
ら
の
も
の
も
含
　
　
　
し
か
し
、
こ
の
し
尿
浄
化
槽
は
、

む
）
、
工
場
等
か
ら
出
る
排
水
な
ど
　
　
維
持
管
理
や
流
末
等
地
域
に
ょ
っ
て

を
科
学
的
に
排
除
し
処
理
す
る
も
の
　
　
は
、
い
ろ
い
ろ
問
題
点
も
あ
る
よ
う

で
す
。
現
在
、
県
下
で
公
共
下
水
道
　
　
で
す
．

事
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
新
　
　
　
道
路
整
備
を
は
じ
め
と
し
て
、
L

潟
市
、
長
岡
市
、
見
附
市
、
燕
市
、
　
　
水
道
、
ド
水
道
が
整
備
さ
れ
て
こ
そ

新
津
市
、
十
日
町
市
、
亀
田
町
の
ぺ
　
　
快
適
な
生
活
環
境
と
い
え
る
の
で
は

市
町
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
で
し
ょ
う
か
．

　
下
水
道
施
設
が
完
備
さ
れ
る
と
、

生
活
環
票
整
え
．
れ
、
先
進
都
市
　
財
源
は
？
○

と
し
て
十
日
町
市
は
大
き
く
ク
・
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
玄
　
　
国
．
市
．
受
益
者
の

　
し
か
し
、
現
在
の
十
日
町
市
の
生
　
　
　
　
　
　
3
者
で
負
担

活
環
境
は
い
か
が
で
し
ょ
う
．
新
し
　
　
下
水
道
は
、
国
の
施
策
で
も
生
活

く
家
を
建
て
ら
れ
る
方
は
、
ほ
と
ん
　
環
境
整
備
と
し
て
は
最
重
点
の
仕
事

ど
が
し
尿
浄
化
槽
を
取
り
付
け
、
近
　
　
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
．

く
の
道
路
側
溝
や
小
河
川
に
排
除
し
　
　
　
し
か
し
、
下
水
道
整
備
に
は
長
い

、

灘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
月
と
多
額
の
費
用
が
必
要
で
す
．

麟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
．
一
で
国
は
、
こ
の
事
業
を
実
施
し

、
翼　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
る
市
町
村
に
対
し
て
、
一
定
割

　

購
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
の
補
助
金
や
地
方
交
付
税
を
交
付

灘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
、
財
政
的
な
援
助
を
し
て
く
れ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
。

　
十
日
町
市
は
、
こ
れ
ら
の
国
の
整

備
計
画
に
合
わ
せ
な
が
ら
五
ヵ
年
計

画
を
策
定
し
、
、
』
十
四
億
八
千
万
円

を
投
資
す
る
計
画
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
イ
。
＼
実
際
管
渠
工
事
に
着

手
し
た
の
は
、
昭
和
五
十
一
年
度
か

ら
で
す
が
、
進
め
方
と
し
て
は
、
終

末
処
理
場
付
近
の
幹
線
と
な
る
管
渠

を
主
体
と
し
て
、
そ
れ
に
接
続
さ
れ

る
枝
線
の
管
渠
を
埋
設
し
て
行
き
ま

す
。　

瓦
十
二
年
度
は
、
駅
前
汚
水
幹
線

と
こ
れ
に
接
続
さ
れ
る
枝
線
の
埋
設

を
】
部
終
了
し
ま
し
た
．

　
終
末
処
理
場
の
建
設
に
つ
い
て
は

四
十
九
年
度
か
ら
用
地
確
保
に
全
力

を
投
入
し
、
地
権
者
並
び
に
関
係
各

位
の
ご
協
力
を
得
’
＼
五
十
年
度
に

約
五
万
平
方
材
を
買
収
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
処
理
場
の
設
計
及
び
建
設

は
、
目
本
ド
水
道
事
業
団
に
よ
り
現

在
実
施
設
計
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
．

　
こ
れ
ら
を
含
め
た
本
市
の
第
一
期

計
画
（
五
ヵ
年
計
画
を
含
む
）
は
、

総
投
資
額
約
九
十
一
億
円
と
な
，
て

お
り
、
昭
和
症
十
八
年
度
に
は
、
整

備
を
完
了
し
、
第
一
期
計
画
区
域
の

処
理
を
開
始
す
る
計
画
で
す
、

終
末
処
理
場
完
成
予
想
図

58

年
度
に
処
理
開
始
を
目
標

本
市
の
計
画
の
概
要
箇
○

な
ぢ
て
い
ま
す
。

　
．
あ
た
め
、
こ
の
五
ヵ
年
計
画
イ
、
曳

は

十

四

会
ζ1

び）

九れl
l一てi

四おi妻1㌧）1

の　　、

普た
及と
に　え

は
、
互
十
五
年
度
末
ま
’
．
・
に
四
レ
習

普
及
率
を
目
標
に
、
七
兆
五
千
億
円

を
投
資
す
る
計
画
で
す
。
こ
の
金
額

は
、
国
民
一
人
当
た
り
約
し
万
円
に

も
な
る
膨
大
な
も
の
で
す
。

主な下水道施設
　　　　　排水設備
　　　　　各家庭の台所、風呂、便所などから出される汚水1

　　　　を排除するために設ける設備で・取付マスまでの宅i
昏轡i地棚で・工事は自己負担となります・　i

普てギi取付マス
及　’リi　各家庭からの汚水や、工場、事業所から出る汚水i
率日ス：
と本び）iなどい水道管の本管に連絡する役目をもち遡

　　　　：持管理上必要な施設として設置し、その位置は、原1
畿1裏i則として公道境界線に接した私有地とします。そしi

　　　1撰て、原則として1戸に1個を市が工事設置します。1
　　十i
　目五…下水道管
　　　　　ほとんどが公道の下に埋設され、管径250㎜～

で　’末i1，500㎜の管で・そ4）大部分が円形び）鉄筋コンタリ1

す七玉i一ト管を使用し、幹線と枝線に分れています。そしi

　兆旨
こ　f1二にiて、地卜L5勉～6η3の所に埋設して、それぞれi

　　　糎取付マスで集まつた汚水を自然流ドによつ郵

　　　　1末処理場に導く役目をします。

　　　　　マンホール

　下水道管0）検査、掃除などσ）出入口の役目をし、

i管の起点、勾配、方向、管径び）変わるところに必要1

であり、主に交差点やそび）中間に設置されます。

　終末処理場

　集められた汚水を、大きな水槽び）中に入れ、バケ1

テリャと呼ばれる好気性徴生物によって・汚水中び）i

i汚濁物質（有機物〉を分解して、公害び）ないきれい・

な水にして川に放流し、快適な生活環境を作i）表す．i

ー
N
眠
℃
1



（3）－盈rJド』∬』ρ3■■■■■■■■1■■■■■■■■■■■■■（第3種郵便物認可）昭和53年3月lo日

　市では、下水道法、その他び）法令で定めド）れているもののほか、必要

な事項を条例で定めて公共 ド水道施設が十分にその機能を果たせるよう

十日町市下水道条例を定めました。

　そこで、この条例の概要をお知らせし、市民び）みなさんのご理解とご

協力をお願いしたいと思います。

◎排水設備についての主な規定

①排水設備を設置するときは、公共下水道グ）施設の機能を妨げたり、

　損傷しないヵ所及び実施方法で公共卜水道グ）マスその他の排水施設

　に固着させること．

②汚水を排除する管渠は暗渠とし、そσ）起点、集合点・屈曲点等には

　接続マス又はマンホールを設けること。

③炊事場、溶室等の排水ヵ所には、容易に検査及び清掃ができる構造

　のトラップ及びごみの流入を防止するためのストレーナを設けるこ

　と。

④排水設備は堅固で耐久力を有する構造とし、耐水性の材料で造り、

　漏水を最小限グ）ものとする措置を講ずること。

⑤水洗便所は、し尿を公共下水道に完全に排除することができるのに

　十分な水量と水圧で、汚水を流入することができる構造とすること。

⑥水洗便所は、トラップにより防臭装置をすること。トラップは大便

　器及び兼用便器にあっては、内径75㎜以上、小便器は内径30㎜2以上

　とすること。

⑦便器その他の材料は耐酸性のものを使用すること。

◎排水設備等の計画の確認及び工事についての主な規定

①排水設備等を新設しようとする場合は・申請書など必要書類を市長

　に提出し、その計画が法令の規定に適合するものであることについ

　て確認を受け、工事が終了したときはその旨届け出ること・

②排水設備等の工事は、市長の指定を受けた業者が行うこと。

③取付マスを2人以上の共同で使用する場合は、代表者を選定して届

　け出、共同の場合は代表者が、単独の場合は設置義務者が維持管理

　を行うこと。

◎公共下水道の使用についての主な規定

①公共ド水道の使用を開始しようとするとき、または休止、廃止、使

　用σ）再開をしようとするときは、その旨を届け出ること。

②し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれを行う

　こと。

③特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する場合は、条例

　に定める基準に適合しない水質の汚水を排除することはできない・

④条例に定める基準に適合しない汚水を排除して公共下水道を使用す

　る場合は、除害施設を設けること。

◎行為及び占用の許可について

　公共下水道の敷地並びに施設に工作物その他の物件を設ける等の行

為をしようとする場合には、市長の許可を受けなければならない。こ

の場合には、占用料を納付すること。

◎監督処分について

　この条例に基づく規定に違反した場合及び

許可条件に違反した場合等には、その許可の

取消し、行為又は工事の中止、使用制限、使

用禁止、その他必要な措置を命ずることがあ

る。

◎罰　　則

　みだりに排水設備等の工事を実施した場合、

その他この条例に違反した場合には、法令及

びこの条例による罰則が適用される。

　この下水道条例についての詳細や十日町

市排水設備等指定工事業者規程についての

問い合わせは市役所下水道課87－3111番内

線258へ。なお、この条例は昭和53年2月

15日公布施行ですが、公共下水道の使用は

終末処理場の完成後となります。
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　十日町市の公共下水道事業は、昭和49年に下

水道事業準備室を発足させて以来、4年の歳月

が流れました。この間、51年には下水道課に改

め事務体制を強化する中で、下水道管の埋設工

事の着手、そしてこのぼど十日町市下水道条例

も施行されました。今月は、快適な生活環境づ

くりを目ざして進められている下水道事業を考

えてみたいと思います。
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テリャと呼ばれる好気性徴生物によって・汚水中び）i

i汚濁物質（有機物〉を分解して、公害び）ないきれい・

な水にして川に放流し、快適な生活環境を作i）表す．i

ー
N
眠
℃
1



R
℃

（4）
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国
は
、
昭
和
五
十
二
年
六
月
以
降

の
円
相
場
の
高
騰
に
ょ
り
、
輸
出
が

減
少
ず
る
等
の
影
響
を
受
け
て
い
る

中
小
企
業
者
の
経
営
安
定
を
図
る
た

め
、
五
f
．
．
、
年
二
月
十
四
日
円
相
場

高
騰
関
連
中
小
企
業
対
策
臨
時
措
置

法
（
円
高
対
策
法
）
を
公
布
施
行
し

ま
し
た
。

　
こ
の
法
律
の
主
な
内
容
は
つ
き
の

と
お
り
で
す
．
円
高
に
よ
り
影
響
を

受
け
て
い
る
企
業
は
、
こ
の
法
律
に

よ
る
措
置
を
十
分
活
用
し
て
ド
さ
い
．

　
な
お
、
詳
細
は
市
商
工
課
へ
。

対
象
中
小
企
業
者
が

　
　
　
受
け
ら
れ
る
措
置

　
　
　
　
　
　
　
中
小
企
業
金
融

◎
国
民
金
融
公
庫
、

公
庫
及
び
商
工
組
合
中
央
金
庫
か
ら

つ
ぎ
の
低
利
融
資
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

①
中
小
企
業
為
替
変
動
対
策
緊
急
融

資
為
替
相
場
の
変
動
に
ょ
り
緊
急

に
必
要
と
な
る
つ
ぎ
の
運
転
資
金
か

借
り
ら
れ
ま
す
。

　
金
利
／
五
・
五
％
　
　
貸
付
期
間
／

　
六
年
以
内
　
貸
付
限
度
／
国
民
公

　
庫
五
百
万
円
、
中
小
公
庫
・
商
工

　
中
金
二
千
万
円
　
取
扱
期
間
／
／
六

　
月
一
．
、
十
日
ま
で
．

②
中
小
企
業
事
業
転
換
融
資
　
県
か

ら
転
換
計
画
の
認
定
を
受
け
た
場
合

は
、
つ
ぎ
の
転
換
資
金
が
借
り
ら
れ

ま
す
。

　
金
利
／
五
・
五
％
　
　
貸
付
期
間
／

　
内
　
貸
付
限
度
中
小
公
庫
一
億

　
ぺ
千
万
円
、
国
民
公
庫
千
八
白
万

　
円
　
取
扱
期
間
．
五
レ
四
年
十
二

　
月
、
．
、
十
一
目
ま
で

◎
中
小
企
業
設
備
近
代
化
資
金
の
償

還
期
間
の
延
長
　
五
十
一
．
．
年
、
一
月
十

四
日
以
降
に
到
来
す
る
定
期
償
還
分

に
つ
い
て
、
償
還
が
困
難
と
認
め
ら

れ
る
企
業
に
は
、
．
。
年
の
範
囲
内
て
延

長
が
認
め
ら
れ
ま
す
、
な
お
、
県
で

は
中
小
企
業
設
備
合
理
化
資
金
に
つ

い
て
も
同
じ
取
扱
い
を
行
い
ま
す
．
、

◎
中
小
企
業
信
用
保
険
の
特
例
　
保

険
限
度
額
の
別
わ
く
（
特
別
小
口
保

険
二
百
五
十
万
円
、
無
担
保
保
険
八

百
万
円
、
普
通
保
険
五
千
万
円
）
設

定
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
取
扱
い

は
五
十
四
年
二
月
十
三
日
ま
で
で
す
。

◎
課
税
の
特
例

①
所
得
税
・
法
人
税
・
純
損
失
又
は

欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る
還
付
の
特

　
　
億
い
号
は
千
　
橋
）

　
使
胴
者
は
、
最
低
賃
金
の
適
胴

を
受
け
る
労
働
者
に
対
し
て
は
、

次
の
最
低
賃
金
額
以
上
の
賃
金
を

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

卸
売
業
・
小
売
業
　
　
｝
日
二
千
四

の内
金

県
賃

潟
低

新
最

百
円
　
一
時
間

三
百
円

食
料
品
製
造
業

一
日
二
千
四
百

六
十
八
円
　
一

時
間
三
百
九
円

出
版
・
印
刷
・
同
関
連
産
業
　
一

　
日
二
千
六
百
二
十
円
　
一
時
問

　
三
百
二
十
八
円

繊
維
産
業
　
｝
日
二
千
三
百
二
十

　
円
　
一
時
問
二
百
九
十
円

木
材
・
木
製
晶
・
家
具
・
装
備
品

製
造
業
　
一
日
二
千
六
百
円
　
一

　
時
問
三
百
二
十
五
円

機
械
・
金
属
製
品
等
製
造
業
及
び

自
動
車
整
備
業
　
㎝
β
二
千
五
百

　
三
十
円
　
一
時
問
三
百
↑
七
円

例
措
置
と
し
イ
＼
繰
戻
し
の
期
問
が

前
一
年
か
ら
前
三
年
に
拡
大
さ
れ
ま

す
．
（
詳
細
は
税
務
署
へ
）

②
住
民
税
・
事
業
税
・
純
損
失
又
は

欠
損
金
の
繰
越
し
控
除
期
間
の
特
例

措
置
と
し
て
、
繰
越
し
控
除
の
で
き

る
期
問
が
五
年
（
個
人
三
年
）
か
ら

を
納
め
て
く
だ
さ
い
。

◎
納
め
過
ぎ
た
と
き

　
所
得
や
税
額
の
計
算
を
間
違
え
て

税
金
を
納
め
過
ぎ
て
い
た
り
、
還
付

を
受
け
た
税
額
が
少
な
い
こ
と
が
わ

か
っ
た
と
き
は
、
来
年
の
三
月
十
五

目
ま
で
の
間
に
、
正
し
い
金
額
に
訂

正
す
る
た
め
の
「
更
正
の
請
求
」
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
．

◎
用
紙
な
ど
は
税
務
署
に

　
「
確
定
申
告
書
」
「
修
正
申
告
書
」

及
び
「
更
正
の
請
求
書
」
の
用
紙
は

税
務
署
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
．

フ
ラ
ワ
ー

キ
ャ
ン
ベ
ー
ン
を

鴉馨鐙島小学校改築事業等を審議養

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金
　新年を迎え、去る2月8日第1回市議会臨時会が開催さ　融
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公れました・また・3月6日から第1回市議会定例会が開かi庫
れています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　今回は、この2つの市議会の審議内容及び現在審議され書中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごている主な案件についてお知r）せします。　　　　　　　1小
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1企■策1回市繊会臨時会　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I業
　継続審査2議案（下水道条例等）を含め4議案が審議さ1金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コれ、それぞれ原案どおり議決されました。　　　　　　　1融
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑ●昭和52年度一般会計補正予算　歳入歳出ともに3，100万！
9千円を追加して、総額61億670万2千円とな1）ました．　旦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　これは来年度に予定していた鐙島小学校改築事業を今年1十
度に繰上げ、今年度と来年度の2ヵ年継続で工事を行うこi年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　匙以とに豊つたためで・総事業費は7・750万円・っち今年度は1内
工事請負費等3，100万9千円となっています。　　　　　　息
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ●下水道条例を議決2月15日から施行　　　　　　1据
■第1回市犠会定例会　　　　　　　　　　　　　　　　　i置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、1期
32議墾審議中ですが・主な議案は昭和§3年度一般錫個

特別会計予算案のほか、昭和52年度一一般会計・特別会計補ξ／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ正予算・市道の認定について、市特別職の職員の給与条例1二
の一部改正条例、市議会議員の報酬及び費用弁償条例の一1年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臭以
部改正条例、市営住宅条例の一部改正条例、へき壇保育所1
条例の一部改正条例、防雪管理センター設置条例、固定資1
　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　1欠
産評価審査委員会委具の選任について等です・　　　　　1損

　昭和53年度一般会計予算案では・歳入歳出とも総額62億1金

5，600万円で、前年度当初予算に比べ7．9％増とな一・てい1の
ます。なお、詳細については、市報とおかまち4月10日号1饗
でお知らせします・また・昭和52年度一般会計補正予算は褥

歳入歳出と・し3，253万4千円を追加して総額61億3，923万6千1に

円とな‘）ました。　　　　　　　　　　　　　　　　1よ
　歳出の主なものは、総務管理費（一般管理費等）道路橋監る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　還梁費（建物移転等補償料・国県道改良工事負担金追加等）　付
学校建設費（十日町小・水沢小用地買収費等）等です。　　グ）
　また、10名の議員が一般質問を行います。　　　　　　　特

七
年
（
個
人
五
年
）

す
。

に
拡
大
さ
れ
ま

露

確
定
申
告
を

　
　
　
間
違
え
た
と
き
は

　
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
し

た
後
で
、
申
告
し
た
金
額
に
間
違
い

の
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
人
は
、
正

し
い
金
額
に
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

◎
少
な
く
申
告
し
た
と
き

　
所
得
や
税
額
の
計
算
を
間
違
え
た

た
め
、
納
め
る
べ
き
税
金
が
少
な
か

っ
た
り
、
還
付
を
受
け
た
税
金
が
多

か
っ
た
と
き
は
、
な
る
べ
く
早
く
正

し
い
金
額
に
訂
正
す
る
た
め
の
「
修

正
申
告
書
」
を
提
出
し
、
そ
の
差
額

　
　
　
　
　
　
　
実
施
2

　
郵
便
貯
金
は
、
皆
さ
ん
の
日
常
生

活
の
安
定
と
財
産
づ
く
り
を
通
じ
て

豊
か
な
生
活
設
計
を
願
っ
て
い
ま
す

が
、
花
を
愛
す
る
心
を
通
じ
て
豊
か

な
自
然
を
育
て
る
こ
と
も
郵
便
貯
金

の
願
い
で
す
．

　
郵
便
局
で
は
、
四
月
一
日
か
ら
、

い
っ
せ
い
に
窓
口
で
の
フ
ラ
ワ
ー
プ

じ
ゼ
ン
ト
を
実
施
し
、
郵
便
局
を
ご

利
用
の
皆
さ
ん
に
花
の
タ
ネ
（
ア
ス

タ
ー
や
松
葉
ボ
ダ
ン
な
ど
）
を
差
し

上
げ
ま
す
．

　
あ
な
た
の
花
壇
を
、
あ
な
た
の
郷

土
を
郵
便
貯
金
の
花
で
飾
っ
て
く
だ

，
，
轡

04認　鰐こ
函紗転撫　　る一¢

　　たばこは地元で購入を…

　たばこに税金がかかっているのは皆さんご

存知てすが、このうち都道府県や市区町村に

納められて、公共施設の建設などに使われて

いることをご存知の方は意外に少ないようて

す。

　これは「たばこ消費税』と呼ばれています

が、たばこが売れた自治体の税収入になりま

す。地元て買えばそれだけ財政がうるおうと

いうことになります。

　昭和29年に実施して以来、このたばこ消費

税は地方自治体の重要な財源として道路や学

校、あるいは住民サービスなどに幅広く使わ

れて皆さ’んの生活環境づくりに寄与していま

す。
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春
一
番
は
交
通
事
故
防
止
か
ら

　
山
間
部
に
は
ま
だ
残
雪
が
あ
り
ま

す
が
、
長
か
っ
た
冬
も
よ
う
や
く
終

り
春
一
番
の
シ
ー
ズ
ン
で
す
。

　
冬
ご
も
り
し
て
い
た
人
も
車
も
い

っ
せ
い
に
活
動
を
始
め
ま
す
。
し
か

し
雪
国
の
道
路
は
、
路
面
の
磨
耗
損

傷
が
は
げ
し
く
、
横
断
歩
道
や
追
越

し
禁
止
の
標
示
は
、
そ
の
面
影
も
残

さ
ず
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
取
付
け
も

完
全
で
な
く
交
通
環
境
は
い
た
っ
て

悪
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
市
と
し
て
も
関
係
機
関
の
協
力
を

得
て
早
急
に
良
好
な
道
路
交
通
環
境

の
実
現
に
努
め
て
い
ま
す
が
、
特
に

つ
ぎ
の
点
に
注
意
し
、
事
故
の
被
害

に
合
わ
な
い
よ
う
、
ま
た
起
さ
な
い

よ
う
こ
し
ま
し
ょ
う
。

　
《
歩
行
者
・
自
転
車
利
用
者
は
》

■
横
断
は
安
全
を
確
か
め
て
　
車
道

出
稼
ぎ
者
と
記
念
撮
影
（
東
京
）

に
雪
が
な
く
な
る
と
車
は
ス
ピ
ー
ド

を
出
し
が
ぢ
で
す
。
横
断
歩
道
を
渡

る
よ
う
心
掛
け
る
と
と
も
に
、
道
路

を
横
断
す
る
と
き
は
左
右
の
安
全
を

よ
く
確
か
め
ま
し
ょ
う
。

■
日
暮
れ
ど
き
や
夜
間
は
、
特
に
気

を
つ
け
て
　
歩
道
に
残
雪
が
あ
る
と

人
も
車
道
を
歩
き
が
ち
で
す
．
歩
行

者
は
右
側
を
、
自
転
車
は
左
側
を
守

り
、
特
に
横
断
、
右
・
左
折
に
は
安

全
を
よ
く
確
か
め
ま
し
ょ
う
。

　
《
自
動
車
運
転
者
は
》

■
飲
酒
運
転
は
絶
対
し
な
い
　
昨
年

の
こ
の
時
期
に
、
県
ド
で
飲
酒
運
転

に
よ
り
七
人
も
死
亡
し
ま
し
た
，
五

十
二
年
の
年
問
の
月
平
均
が
一
．
∵
一

人
で
す
か
ら
大
変
高
い
率
で
す
。

　
飲
ん
だ
ら
乗
る
な
、
，
乗
る
な
ら
飲

む
な
．
乗
る
人
に
は
飲
ま
せ
る
な
の

　
　
れ
　
　
施
日
に
　
、
談

　　市農委が出稼ぎ先を訪間

　冬場、家族のもとを離れて県外へ出稼ぎに行か

る方は、市内に約7百人おります。

　市農業委員会では、毎年出稼ぎ就労先訪問を実

してきましたが、ことしは、去る2月25日から4

間、樋熊収入役ほか2名の職員が東京・千葉方面

就労している出稼ぎ者を訪問し、ぷるさとの話題

営農対策、生産調整、安全就労などについて、懇

してきました。

飲
酒
運
転
防
止
の
鉄
則
を
守
り
ま
し

よ
う
。

■
“
と
び
出
し
”
　
”
道
路
横
断
”
に

は
気
を
つ
け
よ
う
　
こ
の
シ
ー
ズ
ン

は
子
ど
も
や
お
年
寄
り
の
屋
外
活
動

が
活
発
に
な
り
ま
す
。
子
ど
も
と
お

年
寄
り
は
、
動
く
赤
信
号
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
と
び
出
し
、
お

年
寄
り
の
道
路
横
断
に
は
十
分
注
意

し
ま
し
よ
う
。

■
夜
間
は
ス
ピ
ー
ド
を
控
え
目
に

ス
ピ
ー
ド
は
控
え
目
に
、
前
方
を
よ

く
見
な
が
ら
ゆ
ず
り
合
い
の
気
持
ち

で
運
転
し
ま
し
ょ
う
．

犬
の
登
録
と
注
射
の

　
　
　
　
お
知
ら
せ

　
昭
和
五
±
、
一
年
犬
の
登
録
と
注
射

を
四
月
四
日
～
六
日
に
実
施
し
ま
す

の
で
必
ず
受
け
て
下
さ
い
．
　
（
詳
細

は
三
月
二
十
五
日
発
行
の
市
報
お
知

ら
せ
版
に
掲
載
し
ま
す
）

難
．
調

鞠

　
な
お
、

犬
の
放
し

飼
い
に
よ

る
苦
情
が

多
く
な
っ

て
い
ま
す

の
イ
．
㌧
、
犬

は
必
ず
つ

な
い
で
飼

っ
て
下
さ

農
業
用
軽
油
免
税
証
を
交
付

　
農
業
用
軽
油
に
か
か
る
免
税
証
の

交
付
を
つ
ぎ
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

　
固
定
資
産
税
の
納
期

第
聯
期
　
四
帰
十
七
日
か
ら
五
月

一
β
ま
で

第
二
期
　
七
月
十
七
β
か
ら
同
月

三
十
一
β
ま
で

第
三
期
　
九
月
十
六
B
か
ら
同
月

三
十
日
ま
で

篤
四
期
　
十
一
月
十
六
日
か
ら
同

月
三
十
β
ま
で

　
該
当
さ
れ
る
方
は
、
忘
れ
ず
に
受

け
て
下
さ
い
。

交
付
日
時
　
三
月
二
十
七
日
（
月
）
午

前
十
時
～
午
後
三
時
ま
で

交
付
場
所
　
十
日
町
財
務
事
務
所
（
妻

有
町
西
二
総
合
庁
舎
内
）

必
要
書
類
　
■
印
鑑
（
共
同
申
請
の

場
合
は
、
全
員
の
印
鑑
が
必
要
）

■
免
税
軽
油
使
用
者
証
薗
耕
作
面
積

証
明
書
（
市
農
業
委
員
会
で
証
明
を

受
け
て
下
さ
い
）
■
使
用
機
械
の
証

明
書
（
所
有
証
明
、
借
用
証
明
）
ま

た
は
納
品
書
等
の
写
（
機
械
の
製
作

所
名
、
名
称
、
型
式
、
馬
力
、
燃
料

消
費
量
等
記
入
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
、
カ
タ
・
グ
を
持
参
し
て
ト
さ
い
）

そ
の
他
　
申
請
用
紙
は
十
日
町
財
務

事
務
所
に
あ
り
ま
す
．
不
明
の
点
は

市
農
林
課
ま
た
は
十
日
町
財
務
事
務

所
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

く
み
と
り
料
金
が
改
定

さ
れ
ま
す

　
四
月
一
日
か
ら
、
し
尿
の
く
み
と

り
料
金
が
十
リ
ッ
ト
ル
当
た
旦
．
一
十

六
円
（
現
在
は
』
一
十
二
円
）
に
な
り

ま
す
。

累駆＝
駆
　
国
民
年
金
が
昭
和
三

纒別
十
四
年
に
生
ま
れ
、
「
国

躍
民
皆
年
金
」
に
な
っ
て

蹴翫
か
ら
今
年
で
十
九
年
目

躍蹴
を
迎
え
ま
し
た
．
現
在

舘
皿
国
民
年
金
に
は
目
本
の

　

翻
全
人
口
の
四
分
の
一
に

W
あ
た
る
二
千
六
百
四
十

皿
六
万
人
も
の
大
勢
の
人
難

累
蹄
々
が
加
入
し
て
い
ま
す
。

躍
　
一
方
、
お
年
寄
り
に
支
給
さ
れ
て

蹴駆
い
る
老
齢
年
金
に
つ
い
て
み
ま
す
と
、

ロ

皿
お
年
寄
り
の
八
十
二
％
が
年
金
を
受

駆

㎜
金
け
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
み

・
　
　
　
　
な
さ
ん
に
は
総
額
八
千
七

．
年
百
四
＋
九
億
円
も
の
年
金

、
民
を
支
給
し
て
・
老
後
の
生

　
　
国
活
を
支
え
て
い
享
。

　
　
と
そ
れ
に
、
加
入
者
が
納

＝

　
　
し
め
た
保
険
料
は
、
将
来
、

　
　
　
　
年
金
を
支
払
う
と
き
の
財

z
、
b

　
　
　
　
源
（
年
金
積
立
金
）
と
し

　
く

　
　
　
　
て
一
た
ん
、
大
蔵
省
の
資

下
条
地
区
公
民
館

金
運
用
部
に
預
け
ら
れ
ま
す
。

　
　
こ
の
年
金
積
立
金
は
、
加
入
者
や

受
給
者
、
地
域
の
み
な
さ
ん
の
福
祉

零＝3

信
濃
川
運
動
公
園

　
　
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

の
向
上
を

図
る
た
め

生
活
資
金

や
住
宅
建

築
資
金
の

貸
付
け
、

あ
る
い
は

市
町
村
な

ど
に
対
し

て
病
院
・

関
浅
簡
水
配
水
池

保
育
所
・
老
人
ホ
ー
ム
・
体
育
館
・

簡
易
水
道
な
ど
の
公
共
福
祉
施
設
の

建
設
資
金
の
融
資
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
当
市
で
も
、
年
金
積
立
金
の
融
資

を
う
け
て
市
民
会
館
な
ど
が
建
て
ら

れ
、
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
国
民
年
金
は
、
た
だ

単
に
老
後
や
万
　
の
と
き
に
年
金
を

支
給
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
わ
た
し

た
ち
の
社
会
を
よ
り
住
み
よ
く
す
る

た
め
に
も
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
制

度
で
す
。

　
高
齢
化
社
会
を
迎
え
て
、
よ
り
充

実
し
た
国
民
年
金
に
す
る
に
は
、
わ

た
し
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
理
解
と

相
互
協
力
が
必
要
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

有
利
な
前
納
制
度
の
ご
利
用
を

　
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
付
す
る

方
法
と
し
て
、
地
域
の
年
金
委
員
が

集
金
す
る
方
法
の
ほ
か
に
、
一
年
分

の
保
険
料
を
一
括
し
て
納
め
る
前
納

制
度
が
あ
り
ま
す
．
こ
の
前
納
制
度

を
利
用
さ
れ
る
と
、
五
分
五
厘
の
割

引
が
あ
り
大
変
有
利
と
な
っ
て
い
ま
ず
、

　
手
続
き
は
、
．
、
、
月
末
日
ま
’
、
、
に
市

民
課
国
民
年
金
係
へ
。



R
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国
は
、
昭
和
五
十
二
年
六
月
以
降

の
円
相
場
の
高
騰
に
ょ
り
、
輸
出
が

減
少
ず
る
等
の
影
響
を
受
け
て
い
る

中
小
企
業
者
の
経
営
安
定
を
図
る
た

め
、
五
f
．
．
、
年
二
月
十
四
日
円
相
場

高
騰
関
連
中
小
企
業
対
策
臨
時
措
置

法
（
円
高
対
策
法
）
を
公
布
施
行
し

ま
し
た
。

　
こ
の
法
律
の
主
な
内
容
は
つ
き
の

と
お
り
で
す
．
円
高
に
よ
り
影
響
を

受
け
て
い
る
企
業
は
、
こ
の
法
律
に

よ
る
措
置
を
十
分
活
用
し
て
ド
さ
い
．

　
な
お
、
詳
細
は
市
商
工
課
へ
。

対
象
中
小
企
業
者
が

　
　
　
受
け
ら
れ
る
措
置

　
　
　
　
　
　
　
中
小
企
業
金
融

◎
国
民
金
融
公
庫
、

公
庫
及
び
商
工
組
合
中
央
金
庫
か
ら

つ
ぎ
の
低
利
融
資
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

①
中
小
企
業
為
替
変
動
対
策
緊
急
融

資
為
替
相
場
の
変
動
に
ょ
り
緊
急

に
必
要
と
な
る
つ
ぎ
の
運
転
資
金
か

借
り
ら
れ
ま
す
。

　
金
利
／
五
・
五
％
　
　
貸
付
期
間
／

　
六
年
以
内
　
貸
付
限
度
／
国
民
公

　
庫
五
百
万
円
、
中
小
公
庫
・
商
工

　
中
金
二
千
万
円
　
取
扱
期
間
／
／
六

　
月
一
．
、
十
日
ま
で
．

②
中
小
企
業
事
業
転
換
融
資
　
県
か

ら
転
換
計
画
の
認
定
を
受
け
た
場
合

は
、
つ
ぎ
の
転
換
資
金
が
借
り
ら
れ

ま
す
。

　
金
利
／
五
・
五
％
　
　
貸
付
期
間
／

　
内
　
貸
付
限
度
中
小
公
庫
一
億

　
ぺ
千
万
円
、
国
民
公
庫
千
八
白
万

　
円
　
取
扱
期
間
．
五
レ
四
年
十
二

　
月
、
．
、
十
一
目
ま
で

◎
中
小
企
業
設
備
近
代
化
資
金
の
償

還
期
間
の
延
長
　
五
十
一
．
．
年
、
一
月
十

四
日
以
降
に
到
来
す
る
定
期
償
還
分

に
つ
い
て
、
償
還
が
困
難
と
認
め
ら

れ
る
企
業
に
は
、
．
。
年
の
範
囲
内
て
延

長
が
認
め
ら
れ
ま
す
、
な
お
、
県
で

は
中
小
企
業
設
備
合
理
化
資
金
に
つ

い
て
も
同
じ
取
扱
い
を
行
い
ま
す
．
、

◎
中
小
企
業
信
用
保
険
の
特
例
　
保

険
限
度
額
の
別
わ
く
（
特
別
小
口
保

険
二
百
五
十
万
円
、
無
担
保
保
険
八

百
万
円
、
普
通
保
険
五
千
万
円
）
設

定
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
取
扱
い

は
五
十
四
年
二
月
十
三
日
ま
で
で
す
。

◎
課
税
の
特
例

①
所
得
税
・
法
人
税
・
純
損
失
又
は

欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る
還
付
の
特

　
　
億
い
号
は
千
　
橋
）

　
使
胴
者
は
、
最
低
賃
金
の
適
胴

を
受
け
る
労
働
者
に
対
し
て
は
、

次
の
最
低
賃
金
額
以
上
の
賃
金
を

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

卸
売
業
・
小
売
業
　
　
｝
日
二
千
四

の内
金

県
賃

潟
低

新
最

百
円
　
一
時
間

三
百
円

食
料
品
製
造
業

一
日
二
千
四
百

六
十
八
円
　
一

時
間
三
百
九
円

出
版
・
印
刷
・
同
関
連
産
業
　
一

　
日
二
千
六
百
二
十
円
　
一
時
問

　
三
百
二
十
八
円

繊
維
産
業
　
｝
日
二
千
三
百
二
十

　
円
　
一
時
問
二
百
九
十
円

木
材
・
木
製
晶
・
家
具
・
装
備
品

製
造
業
　
一
日
二
千
六
百
円
　
一

　
時
問
三
百
二
十
五
円

機
械
・
金
属
製
品
等
製
造
業
及
び

自
動
車
整
備
業
　
㎝
β
二
千
五
百

　
三
十
円
　
一
時
問
三
百
↑
七
円

例
措
置
と
し
イ
＼
繰
戻
し
の
期
問
が

前
一
年
か
ら
前
三
年
に
拡
大
さ
れ
ま

す
．
（
詳
細
は
税
務
署
へ
）

②
住
民
税
・
事
業
税
・
純
損
失
又
は

欠
損
金
の
繰
越
し
控
除
期
間
の
特
例

措
置
と
し
て
、
繰
越
し
控
除
の
で
き

る
期
問
が
五
年
（
個
人
三
年
）
か
ら

を
納
め
て
く
だ
さ
い
。

◎
納
め
過
ぎ
た
と
き

　
所
得
や
税
額
の
計
算
を
間
違
え
て

税
金
を
納
め
過
ぎ
て
い
た
り
、
還
付

を
受
け
た
税
額
が
少
な
い
こ
と
が
わ

か
っ
た
と
き
は
、
来
年
の
三
月
十
五

目
ま
で
の
間
に
、
正
し
い
金
額
に
訂

正
す
る
た
め
の
「
更
正
の
請
求
」
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
．

◎
用
紙
な
ど
は
税
務
署
に

　
「
確
定
申
告
書
」
「
修
正
申
告
書
」

及
び
「
更
正
の
請
求
書
」
の
用
紙
は

税
務
署
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
．

フ
ラ
ワ
ー

キ
ャ
ン
ベ
ー
ン
を

鴉馨鐙島小学校改築事業等を審議養

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金
　新年を迎え、去る2月8日第1回市議会臨時会が開催さ　融
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公れました・また・3月6日から第1回市議会定例会が開かi庫
れています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　今回は、この2つの市議会の審議内容及び現在審議され書中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごている主な案件についてお知r）せします。　　　　　　　1小
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1企■策1回市繊会臨時会　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I業
　継続審査2議案（下水道条例等）を含め4議案が審議さ1金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コれ、それぞれ原案どおり議決されました。　　　　　　　1融
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑ●昭和52年度一般会計補正予算　歳入歳出ともに3，100万！
9千円を追加して、総額61億670万2千円とな1）ました．　旦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　これは来年度に予定していた鐙島小学校改築事業を今年1十
度に繰上げ、今年度と来年度の2ヵ年継続で工事を行うこi年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　匙以とに豊つたためで・総事業費は7・750万円・っち今年度は1内
工事請負費等3，100万9千円となっています。　　　　　　息
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ●下水道条例を議決2月15日から施行　　　　　　1据
■第1回市犠会定例会　　　　　　　　　　　　　　　　　i置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、1期
32議墾審議中ですが・主な議案は昭和§3年度一般錫個

特別会計予算案のほか、昭和52年度一一般会計・特別会計補ξ／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ正予算・市道の認定について、市特別職の職員の給与条例1二
の一部改正条例、市議会議員の報酬及び費用弁償条例の一1年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臭以
部改正条例、市営住宅条例の一部改正条例、へき壇保育所1
条例の一部改正条例、防雪管理センター設置条例、固定資1
　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　1欠
産評価審査委員会委具の選任について等です・　　　　　1損

　昭和53年度一般会計予算案では・歳入歳出とも総額62億1金

5，600万円で、前年度当初予算に比べ7．9％増とな一・てい1の
ます。なお、詳細については、市報とおかまち4月10日号1饗
でお知らせします・また・昭和52年度一般会計補正予算は褥

歳入歳出と・し3，253万4千円を追加して総額61億3，923万6千1に

円とな‘）ました。　　　　　　　　　　　　　　　　1よ
　歳出の主なものは、総務管理費（一般管理費等）道路橋監る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　還梁費（建物移転等補償料・国県道改良工事負担金追加等）　付
学校建設費（十日町小・水沢小用地買収費等）等です。　　グ）
　また、10名の議員が一般質問を行います。　　　　　　　特

七
年
（
個
人
五
年
）

す
。

に
拡
大
さ
れ
ま

露

確
定
申
告
を

　
　
　
間
違
え
た
と
き
は

　
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
し

た
後
で
、
申
告
し
た
金
額
に
間
違
い

の
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
人
は
、
正

し
い
金
額
に
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

◎
少
な
く
申
告
し
た
と
き

　
所
得
や
税
額
の
計
算
を
間
違
え
た

た
め
、
納
め
る
べ
き
税
金
が
少
な
か

っ
た
り
、
還
付
を
受
け
た
税
金
が
多

か
っ
た
と
き
は
、
な
る
べ
く
早
く
正

し
い
金
額
に
訂
正
す
る
た
め
の
「
修

正
申
告
書
」
を
提
出
し
、
そ
の
差
額

　
　
　
　
　
　
　
実
施
2

　
郵
便
貯
金
は
、
皆
さ
ん
の
日
常
生

活
の
安
定
と
財
産
づ
く
り
を
通
じ
て

豊
か
な
生
活
設
計
を
願
っ
て
い
ま
す

が
、
花
を
愛
す
る
心
を
通
じ
て
豊
か

な
自
然
を
育
て
る
こ
と
も
郵
便
貯
金

の
願
い
で
す
．

　
郵
便
局
で
は
、
四
月
一
日
か
ら
、

い
っ
せ
い
に
窓
口
で
の
フ
ラ
ワ
ー
プ

じ
ゼ
ン
ト
を
実
施
し
、
郵
便
局
を
ご

利
用
の
皆
さ
ん
に
花
の
タ
ネ
（
ア
ス

タ
ー
や
松
葉
ボ
ダ
ン
な
ど
）
を
差
し

上
げ
ま
す
．

　
あ
な
た
の
花
壇
を
、
あ
な
た
の
郷

土
を
郵
便
貯
金
の
花
で
飾
っ
て
く
だ

，
，
轡

04認　鰐こ
函紗転撫　　る一¢

　　たばこは地元で購入を…

　たばこに税金がかかっているのは皆さんご

存知てすが、このうち都道府県や市区町村に

納められて、公共施設の建設などに使われて

いることをご存知の方は意外に少ないようて

す。

　これは「たばこ消費税』と呼ばれています

が、たばこが売れた自治体の税収入になりま

す。地元て買えばそれだけ財政がうるおうと

いうことになります。

　昭和29年に実施して以来、このたばこ消費

税は地方自治体の重要な財源として道路や学

校、あるいは住民サービスなどに幅広く使わ

れて皆さ’んの生活環境づくりに寄与していま

す。
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春
一
番
は
交
通
事
故
防
止
か
ら

　
山
間
部
に
は
ま
だ
残
雪
が
あ
り
ま

す
が
、
長
か
っ
た
冬
も
よ
う
や
く
終

り
春
一
番
の
シ
ー
ズ
ン
で
す
。

　
冬
ご
も
り
し
て
い
た
人
も
車
も
い

っ
せ
い
に
活
動
を
始
め
ま
す
。
し
か

し
雪
国
の
道
路
は
、
路
面
の
磨
耗
損

傷
が
は
げ
し
く
、
横
断
歩
道
や
追
越

し
禁
止
の
標
示
は
、
そ
の
面
影
も
残

さ
ず
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
取
付
け
も

完
全
で
な
く
交
通
環
境
は
い
た
っ
て

悪
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
市
と
し
て
も
関
係
機
関
の
協
力
を

得
て
早
急
に
良
好
な
道
路
交
通
環
境

の
実
現
に
努
め
て
い
ま
す
が
、
特
に

つ
ぎ
の
点
に
注
意
し
、
事
故
の
被
害

に
合
わ
な
い
よ
う
、
ま
た
起
さ
な
い

よ
う
こ
し
ま
し
ょ
う
。

　
《
歩
行
者
・
自
転
車
利
用
者
は
》

■
横
断
は
安
全
を
確
か
め
て
　
車
道

出
稼
ぎ
者
と
記
念
撮
影
（
東
京
）

に
雪
が
な
く
な
る
と
車
は
ス
ピ
ー
ド

を
出
し
が
ぢ
で
す
。
横
断
歩
道
を
渡

る
よ
う
心
掛
け
る
と
と
も
に
、
道
路

を
横
断
す
る
と
き
は
左
右
の
安
全
を

よ
く
確
か
め
ま
し
ょ
う
。

■
日
暮
れ
ど
き
や
夜
間
は
、
特
に
気

を
つ
け
て
　
歩
道
に
残
雪
が
あ
る
と

人
も
車
道
を
歩
き
が
ち
で
す
．
歩
行

者
は
右
側
を
、
自
転
車
は
左
側
を
守

り
、
特
に
横
断
、
右
・
左
折
に
は
安

全
を
よ
く
確
か
め
ま
し
ょ
う
。

　
《
自
動
車
運
転
者
は
》

■
飲
酒
運
転
は
絶
対
し
な
い
　
昨
年

の
こ
の
時
期
に
、
県
ド
で
飲
酒
運
転

に
よ
り
七
人
も
死
亡
し
ま
し
た
，
五

十
二
年
の
年
問
の
月
平
均
が
一
．
∵
一

人
で
す
か
ら
大
変
高
い
率
で
す
。

　
飲
ん
だ
ら
乗
る
な
、
，
乗
る
な
ら
飲

む
な
．
乗
る
人
に
は
飲
ま
せ
る
な
の

　
　
れ
　
　
施
日
に
　
、
談

　　市農委が出稼ぎ先を訪間

　冬場、家族のもとを離れて県外へ出稼ぎに行か

る方は、市内に約7百人おります。

　市農業委員会では、毎年出稼ぎ就労先訪問を実

してきましたが、ことしは、去る2月25日から4

間、樋熊収入役ほか2名の職員が東京・千葉方面

就労している出稼ぎ者を訪問し、ぷるさとの話題

営農対策、生産調整、安全就労などについて、懇

してきました。

飲
酒
運
転
防
止
の
鉄
則
を
守
り
ま
し

よ
う
。

■
“
と
び
出
し
”
　
”
道
路
横
断
”
に

は
気
を
つ
け
よ
う
　
こ
の
シ
ー
ズ
ン

は
子
ど
も
や
お
年
寄
り
の
屋
外
活
動

が
活
発
に
な
り
ま
す
。
子
ど
も
と
お

年
寄
り
は
、
動
く
赤
信
号
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
と
び
出
し
、
お

年
寄
り
の
道
路
横
断
に
は
十
分
注
意

し
ま
し
よ
う
。

■
夜
間
は
ス
ピ
ー
ド
を
控
え
目
に

ス
ピ
ー
ド
は
控
え
目
に
、
前
方
を
よ

く
見
な
が
ら
ゆ
ず
り
合
い
の
気
持
ち

で
運
転
し
ま
し
ょ
う
．

犬
の
登
録
と
注
射
の

　
　
　
　
お
知
ら
せ

　
昭
和
五
±
、
一
年
犬
の
登
録
と
注
射

を
四
月
四
日
～
六
日
に
実
施
し
ま
す

の
で
必
ず
受
け
て
下
さ
い
．
　
（
詳
細

は
三
月
二
十
五
日
発
行
の
市
報
お
知

ら
せ
版
に
掲
載
し
ま
す
）

難
．
調

鞠

　
な
お
、

犬
の
放
し

飼
い
に
よ

る
苦
情
が

多
く
な
っ

て
い
ま
す

の
イ
．
㌧
、
犬

は
必
ず
つ

な
い
で
飼

っ
て
下
さ

農
業
用
軽
油
免
税
証
を
交
付

　
農
業
用
軽
油
に
か
か
る
免
税
証
の

交
付
を
つ
ぎ
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

　
固
定
資
産
税
の
納
期

第
聯
期
　
四
帰
十
七
日
か
ら
五
月

一
β
ま
で

第
二
期
　
七
月
十
七
β
か
ら
同
月

三
十
一
β
ま
で

第
三
期
　
九
月
十
六
B
か
ら
同
月

三
十
日
ま
で

篤
四
期
　
十
一
月
十
六
日
か
ら
同

月
三
十
β
ま
で

　
該
当
さ
れ
る
方
は
、
忘
れ
ず
に
受

け
て
下
さ
い
。

交
付
日
時
　
三
月
二
十
七
日
（
月
）
午

前
十
時
～
午
後
三
時
ま
で

交
付
場
所
　
十
日
町
財
務
事
務
所
（
妻

有
町
西
二
総
合
庁
舎
内
）

必
要
書
類
　
■
印
鑑
（
共
同
申
請
の

場
合
は
、
全
員
の
印
鑑
が
必
要
）

■
免
税
軽
油
使
用
者
証
薗
耕
作
面
積

証
明
書
（
市
農
業
委
員
会
で
証
明
を

受
け
て
下
さ
い
）
■
使
用
機
械
の
証

明
書
（
所
有
証
明
、
借
用
証
明
）
ま

た
は
納
品
書
等
の
写
（
機
械
の
製
作

所
名
、
名
称
、
型
式
、
馬
力
、
燃
料

消
費
量
等
記
入
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
、
カ
タ
・
グ
を
持
参
し
て
ト
さ
い
）

そ
の
他
　
申
請
用
紙
は
十
日
町
財
務

事
務
所
に
あ
り
ま
す
．
不
明
の
点
は

市
農
林
課
ま
た
は
十
日
町
財
務
事
務

所
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

く
み
と
り
料
金
が
改
定

さ
れ
ま
す

　
四
月
一
日
か
ら
、
し
尿
の
く
み
と

り
料
金
が
十
リ
ッ
ト
ル
当
た
旦
．
一
十

六
円
（
現
在
は
』
一
十
二
円
）
に
な
り

ま
す
。

累駆＝
駆
　
国
民
年
金
が
昭
和
三

纒別
十
四
年
に
生
ま
れ
、
「
国

躍
民
皆
年
金
」
に
な
っ
て

蹴翫
か
ら
今
年
で
十
九
年
目

躍蹴
を
迎
え
ま
し
た
．
現
在

舘
皿
国
民
年
金
に
は
目
本
の

　

翻
全
人
口
の
四
分
の
一
に

W
あ
た
る
二
千
六
百
四
十

皿
六
万
人
も
の
大
勢
の
人
難

累
蹄
々
が
加
入
し
て
い
ま
す
。

躍
　
一
方
、
お
年
寄
り
に
支
給
さ
れ
て

蹴駆
い
る
老
齢
年
金
に
つ
い
て
み
ま
す
と
、

ロ

皿
お
年
寄
り
の
八
十
二
％
が
年
金
を
受

駆

㎜
金
け
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
み

・
　
　
　
　
な
さ
ん
に
は
総
額
八
千
七

．
年
百
四
＋
九
億
円
も
の
年
金

、
民
を
支
給
し
て
・
老
後
の
生

　
　
国
活
を
支
え
て
い
享
。

　
　
と
そ
れ
に
、
加
入
者
が
納

＝

　
　
し
め
た
保
険
料
は
、
将
来
、

　
　
　
　
年
金
を
支
払
う
と
き
の
財

z
、
b

　
　
　
　
源
（
年
金
積
立
金
）
と
し

　
く

　
　
　
　
て
一
た
ん
、
大
蔵
省
の
資

下
条
地
区
公
民
館

金
運
用
部
に
預
け
ら
れ
ま
す
。

　
　
こ
の
年
金
積
立
金
は
、
加
入
者
や

受
給
者
、
地
域
の
み
な
さ
ん
の
福
祉

零＝3

信
濃
川
運
動
公
園

　
　
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

の
向
上
を

図
る
た
め

生
活
資
金

や
住
宅
建

築
資
金
の

貸
付
け
、

あ
る
い
は

市
町
村
な

ど
に
対
し

て
病
院
・

関
浅
簡
水
配
水
池

保
育
所
・
老
人
ホ
ー
ム
・
体
育
館
・

簡
易
水
道
な
ど
の
公
共
福
祉
施
設
の

建
設
資
金
の
融
資
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
当
市
で
も
、
年
金
積
立
金
の
融
資

を
う
け
て
市
民
会
館
な
ど
が
建
て
ら

れ
、
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
国
民
年
金
は
、
た
だ

単
に
老
後
や
万
　
の
と
き
に
年
金
を

支
給
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
わ
た
し

た
ち
の
社
会
を
よ
り
住
み
よ
く
す
る

た
め
に
も
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
制

度
で
す
。

　
高
齢
化
社
会
を
迎
え
て
、
よ
り
充

実
し
た
国
民
年
金
に
す
る
に
は
、
わ

た
し
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
理
解
と

相
互
協
力
が
必
要
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

有
利
な
前
納
制
度
の
ご
利
用
を

　
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
付
す
る

方
法
と
し
て
、
地
域
の
年
金
委
員
が

集
金
す
る
方
法
の
ほ
か
に
、
一
年
分

の
保
険
料
を
一
括
し
て
納
め
る
前
納

制
度
が
あ
り
ま
す
．
こ
の
前
納
制
度

を
利
用
さ
れ
る
と
、
五
分
五
厘
の
割

引
が
あ
り
大
変
有
利
と
な
っ
て
い
ま
ず
、

　
手
続
き
は
、
．
、
、
月
末
日
ま
’
、
、
に
市

民
課
国
民
年
金
係
へ
。
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鞭財に

指
定

　
市
教
育
委
員
会
は
、
文
化
財
調
査

審
議
会
の
答
申
に
も
と
づ
き
、
去
る

一
月
二
十
七
日
、
「
鉢
の
石
仏
」
を

十
日
町
市
文
化
財
（
史
跡
）
に
指
定

し
ま
し
た
．
、

　
市
の
文
化
財
は
、
今
回
の
指
定
を

加
え
て
、
史
跡
四
、
書
籍
一
、
工
芸

品
一
、
天
然
記
念
物
二
、
民
俗
芸
能

一
の
九
件
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
い
し
ぽ
と
け

鉢
の
石
仏

　
市
街
地
か
ら
南
西
へ
約
十
キ
・
行

く
と
鉢
部
落
に
着
き
ま
す
、
こ
の
部

落
の
一
番
奥
に
、
松
や
杉
の
大
木
が

こ
ん
も
り
と
茂
っ
た
森
が
あ
り
、
．
】

の
森
の
中
に
二
百
に
近
い
も
ろ
も
ろ嚇 　

の
神
仏
が
石
に
刻
ま
れ
、

　
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
祀
ら
れ

　
て
い
ま
す
。

　
　
．
一
こ
が
通
称
r
鉢
の
石

　
仏
」
と
呼
は
れ
て
、
広
く
近

　
隣
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い

　
る
神
仏
混
合
の
霊
地
で
す
。

　
　
境
内
地
は
約
一
万
平
方
材
あ
り
、

　
そ
の
中
に
本
尊
、
十
三
仏
、
天
燈
の

　
石
、
十
六
羅
漢
、
百
庚
申
、
記
並
銘

　
碑
、
十
』
一
仏
供
養
塔
、
竜
天
塚
と
竜

　
天
池
、
中
山
富
士
、
照
利
庵
そ
の
他

　
の
社
塔
や
石
像
が
あ
り
ま
す
．

　
　
こ
の
石
仏
が
’
、
k
き
た
の
は
、
今
か

　
ら
約
二
百
三
十
年
前
で
、
そ
の
発
端

　
は
伝
説
的
で
す
．

　
　
泉
州
（
大
阪
府
和
泉
市
）
の
曹
洞

　
宗
小
林
山
別
格
蔭
涼
寺
の
六
世
住
職

仏
三
で
あ
っ
た
、
高
僧
明
屋
有
照
（
み
ょ
う

＋
お
く
ゆ
う
し
ょ
う
）
禅
師
が
、
衆
生
済
度

△
の
巡
錫
（
じ
ゅ
ん
し
ゃ
く
）
の
旅
の
途
中
、

　
鉢
部
落
の
は
ず
れ
の
森
の
中
で
野
宿

　
を
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、
折
し
も
空

▽百庚申の一つ

△十六羅漢

よ
り
ふ
し
ぎ
な
天
燈
が
お
り
た
と
い

う
の
で
す
。

　
そ
の
時
の
様
子
を
、
禅
師
は
l
l

樹
ド
に
一
宿
す
、
時
に
天
燈
降
り
霊

々
昭
々
ど
し
て
夜
な
お
昼
の
如
く
、

芳
馨
粉
々
と
し
て
四
方
に
蕉
し
、
難

間
遙
か
に
三
宝
鳥
の
声
あ
り
ー
と

開
山
記
に
書
い
て
い
ま
す
。

　
こ
の
ふ
し
ぎ
な
天
燈
の
お
り
た
と

こ
ろ
に
突
起
し
て
い
た
奇
体
な
石
を

本
尊
と
し
て
、
こ
の
地
を
永
遠
の
仏

法
の
道
場
と
す
る
た
め
に
、
村
人
に

こ
の
処
が
霊
場
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、

土
地
の
喜
捨
（
き
し
ゃ
）
を
受
け
、
小
庵

を
む
す
び
石
仏
山
（
い
し
ぽ
と
け
や
ま
）
と

名
づ
け
て
開
山
し
た
の
で
す
。

一
万
人
を
超
え
た
と
い
う
の
で
す
。

　
開
山
の
発
端
に
な
っ
た
”
天
燈
”

が
ど
う
し
て
起
こ
る
の
か
．
そ
の
科

学
性
に
疑
問
を
も
つ
む
き
も
あ
り
ま

す
が
、
実
際
に
天
燈
を
み
た
と
い
う

人
は
十
指
に
余
り
、
現
在
も
石
仏
信

仰
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
地
域
民
の

・

い
の
中
に
生
き
て
い
ま
す
。

　
今
、
石
仏
の
社
そ
う
に
行
っ
て
み

ま
す
と
、
二
百
に
近
い
石
塔
や
石
仏
、

開
山
の
時
に
植
え
た
と
伝
え
ら
れ
る

老
松
、
田
村
杉
と
呼
ば
れ
る
大
杉
を

含
め
て
丈
余
を
は
か
る
三
十
余
本
の

大
杉
が
あ
り
、
他
の
植
物
群
と
も
調

和
し
て
民
間
信
仰
の
霊
地
に
ふ
さ
わ

し
い
景
観
を
な
し
て
い
ま
す
。

　
保
存
管
理
は
「
い
し
ぼ
と
け
保
存

会
」
が
あ
た
り
、
春
秋
の
手
入
れ
を

は
じ
め
、
こ
ま
め
に
整
備
さ
れ
て
境

内
地
は
い
つ
も
整
然
と
し
て
い
ま
す
。

　
市
内
外
か
ら
こ
の
地
を
訪
れ
る
人

は
多
く
、
無
病
息
災
、
安
産
の
神
と

し
て
今
も
あ
が
め
ら
れ
、
民
間
信
仰

の
あ
り
か
た
を
さ
ぐ
る
霊
地
と
し
て

貴
重
な
史
跡
で
す
。

学
校
施
設
を
開
放

　
　
　
　
　
利
用
申
し
込
み
は
3
月
2
0
日
ま
で
に

　
社
会
体
育
の
普
及
振
興
の
た
め
、
つ
ぎ
の
と
お
り
学
校
施
設
を
学
校
教
育

に
支
障
の
な
い
範
囲
で
一
般
市
民
に
開
放
し
ま
す
。

開
放
校
　
十
日
町
中
学
校
、
南
中
学
校
、
十
日
町
小
学
校
、
西
小
学
校
、
東

小
学
校
、
中
条
小
学
校
、
水
沢
小
学
校
、
吉
田
小
学
校
、
下
条
小
学
校

開
放
内
容

開
放
場
所

開
放
す
る
日

開
　
　
放
　
　
時
　
　
間

屋
内
運
動
場

休
日
・
休
業
日

午
前
9
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で

平
　
　
　
　
日

午
後
6
時
か
ら
午
後
9
時
ま
で

グ
ラ
ウ
ン
ド

5
月
か
ら

　
1
0
月
ま
で

時
間
は
定
め
て
い
ま
せ
ん
が
、
従
来
通
り

各
学
校
の
判
断
で
自
主
的
に
開
放
し
ま
ず
。

利
用
者
　
利
用
者
は
原
則
と
し
て
市
内
在
住
又
は
在
勤
す
る
者
が
1
0
人
以
上

で
構
成
す
る
団
体
で
、
か
つ
責
任
者
が
明
確
な
場
合
と
す
る
。

申
し
込
み
方
法
　
利
用
団
体
は
、
所
定
の
申
し
込
み
書
を
、
教
育
委
員
会
社

会
教
育
課
に
三
月
二
十
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

　
そ
の
工
事
は
、
寛

延
一
．
一
年
（
一
七
五
〇

年
）
か
ら
宝
暦
十
二

年
ま
で
の
十
一
．
一
年
間

の
長
き
に
及
び
、
鉢

部
落
を
は
じ
め
隣
接

の
村
々
の
人
達
の
寄

進
や
労
力
奉
仕
に
よ

っ
て
建
立
さ
れ
、
た

ず
さ
わ
っ
た
石
工
、

大
工
、
人
足
の
数
は

青
．
劉
震
彗
響
葦
藷

　
青
少
年
ホ
ー
ム
は
、
休
日
や
余
暇

を
有
意
義
に
過
し
て
い
た
だ
く
た
め

の
施
設
で
、
市
内
に
働
く
十
五
歳
か

ら
二
十
五
歳
ま
で
の
青
少
年
で
あ
れ

ば
ど
な
た
で
も
無
料
で
利
用
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
皆
さ
ん
の
教
養
の
場
と
し

て
、
つ
ぎ
の
と
お
り
五
十
三
年
度
青

少
年
ホ
ー
ム
教
養
講
座
第
一
期
生
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
仲
間
を
誘
い
合

っ
て
受
講
下
さ
い
。

開
設
期
間
　
四
月
～
九
月

受
講
料
　
無
料
（
教
材
実
費
の
み
）

開
講
式
　
四
月
三
日
（
月
）
午
後
六
時

三
十
分
～

申
し
込
み
方
法
　
青
少
年
ホ
ー
ム
備

付
け
の
受
講
申
し
込
み
書
に
記
入
の

講
座
内
容

う
え
、
六
ヵ
月
分
の
教
材
費
を
添
え

て
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

締
切
り
期
限
　
三
月
二
十
八
日
（
火
）

講
座
名

曜
　
　
　
日

教
　
材
　
費

講
　
　
　
師

茶
　
　
　
道

毎
週
月
曜
日
月

一
、
O
O
O
円

徳
永
久
美
子
先
生

花
　
　
　
道

毎
月
第
一
・
三

　
木
　
曜
　
日

月
一
、
二
〇
〇
円

太
田
千
代
子
先
生

き
も
の
着
付

本
　
　
　
科

毎
週
火
曜
日

一
期

三
、
○
O
O
円

田
村
恭
子
先
生

料
　
　
　
理

毎
月
第
一
・
二
・
三

　
水
　
曜
　
日

月

一
、
二
〇
〇
円

高
梨
泰
子
先
生

（第3種郵便物認可）昭和53年3月10日

青年大学講座

　　　　青年の生き方
　「しビ、け」び）時代も終った……　キドリもポーズも捨てて今の生活を考

えてみてください。

満足してますか？　　　　とても満足？　不満？　それとも

　「まあまあ。でも何か足りない。」そんなふうに思っているとしたら、

ここでもう一度みつめてください。あなたを取りまく現実を、仲間を・

　　　　そしてあなたの心の中を。

　この講座は、そうしたあなたが「何か」に出あう……　そのてだすけ

になるかもしれません。
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3月14日
　（火）

青年バラバラ時代
　・頼りにされない青年
　　・テレビ，ステレオ，マンガ
　　　　1人でできるもび）ばかり

新潟大学助教授

吉　　川　　　弘

3月17日
　（金）

不安と挫折
　・不安び）正体
　・自分をみ一）ける。

新潟人学教授

前　　田　　　幹

3月23日
　（木）

出あいからはじめての仲間が
　　・新しい生き方
　　・互いに学ぶということ

県・比青少年研修

　センター指導員

松　田　鉄　夫

幽夜7時～9時　　口十日町市公民館（本館〉講堂

圃受講料はい1）ません。

囹申込は当日までに公民館（本館・地区館）に。

　　　　　　電話（7－5011）でも可。

見
・
考
え
を
も
と
に
文
章
の
上
手
・

ド
手
な
ど
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
自
分
の

本
当
の
声
を
正
直
に
書
く
上
う
に
し

て
ド
さ
い
。
原
稿
の
は
じ
め
に
テ
ー

マ
・
氏
名
・
住
所
・
職
業
を
明
記
し

て
ド
さ
い
。

枚
数
　
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
κ
枚
以

内
、
ダ
テ
書
、
一
人
二
篇
ま
で

〆
切
　
．
、
．
月
．
．
．
ト
一
日
（
金
）

宛
先
　
十
日
町
市
公
民
館
「
．
一
卜
歳

の
記
録
」
係

旭
の
し
く
ま
な
ぴ

　
　
　
　
　
明
る
い
仲
間
づ
く
り
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”
川
治
青
年
講
座
け

　
き
ょ
う
は
木
曜
日
、
五
時
半
頃
に

な
る
と
「
今
晩
は
」
と
は
ず
ん
だ
声

で
、
何
や
ら
賑
や
か
に
話
し
な
が
ら
、

料
理
コ
ー
ス
の
当
番
の
人
で
す
。
さ

っ
そ
く
調
理
実
習
室
に
入
り
、
昼
休

み
に
、
四
人
で
献
立
表
と
に
ら
め
っ

こ
し
な
が
ら
、
人
数
と
量
を
計
算
し

て
買
っ
て
き
た
材
料
を
、
調
理
台
に

多
、
れ
ぞ
れ
分
け
た
頃
“
み
ん
な
が
職

場
か
ら
、
直
接
集
っ
て
き
ま
す
。

　
献
立
を
、
ち
ょ
っ
と
の
ぞ
い
て
み

ま
す
と
、

　
　
①
ロ
ー
ス
ト
・
ビ
ー
フ

　
　
②
の
っ
ぺ
じ
る

　
　
③
フ
ル
ー
ツ
サ
ラ
ダ

警
。
、
聡
姥
．

”
二
十
歳
の
記
録
”
原
稿
募
集
ノ

　
成
人
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
．

昭
和
五
十
三
年
成
人
式
は
、
五
月
レ

四
日
（
日
）
に
市
民
体
育
館
で
行
い
ま

す
。
こ
れ
に
伴
い
、
公
民
館
で
は
つ

ぎ
の
と
お
り
成
人
式
記
念
文
集
「
二

十
歳
の
記
録
」
の
原
稿
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

テ
ー
マ
　
①
わ
た
し
の
青
春
②
わ
た

し
の
仲
間
③
い
ま
職
場
（
学
校
）
で

考
え
て
る
こ
と
④
親
か
ら
学
ん
だ
こ

と
⑤
わ
た
し
の
恋
愛
・
結
婚
観
⑥
初

め
て
選
挙
権
を
得
て
⑦
わ
た
し
の
職

業
⑧
わ
た
し
の
郷
土
を
考
え
る
⑨
わ

た
し
の
訴
え
た
い
こ
と
⑩
わ
た
し
の

生
い
た
ち
⑪
わ
た
し
の
余
暇
⑫
詩

書
き
方
，
自
分
の
立
場
・
体
験
・
意

バザーで大活躍

　
先
生
の
説
明
を
聞
き
、
し
よ
し
よ

実
習
に
か
か
り
ま
す
。
み
ん
な
で
協

力
し
合
い
な
が
ら
、
本
当
に
楽
し
そ

う
に
や
っ
て
い
ま
す
。
や
が
て
で
き

あ
が
り
．
さ
あ
、
今
日
の
結
果
は
ど

う
で
し
ょ
う
。
時
に
は
失
敗
も
あ
り

ま
す
が
、
夕
食
を
食
べ
ず
に
、
お
な

か
が
ペ
コ
ペ
コ
な
の
で
、
そ
の
お
い

し
い
こ
と
。

Gの

①
学
習
を
と
お
し
て
家
庭
を
考
え
る
．

②
仲
間
づ
く
り
を
す
る
。

を
、
ね
ら
，
い
と
し
て
、
新
し
い
地
区

館
で
学
習
し
て
い
る
、
川
治
青
年
講

座
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
活
花
コ
ー
ス
　
青
年
学
級
の
頃
か

ら
あ
る
コ
ー
ス
で
す
が
、
月
三
回

（
一
・
三
・
四
火
曜
日
の
夜
）
学
習

し
て
い
ま
す
。

　
現
在
二
十
一
人
で
す
が
、
そ
の
人

に
よ
り
、
盛
花
、
投
入
、
生
花
と
あ

り
ま
す
が
「
資
格
」
を
取
る
こ
と
よ

り
、
花
を
と
お
し
て
「
礼
儀
や
心
」

を
学
ぶ
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
い
ま

す
。　

始
ま
り
は
、
当
番
の
人
が
早
く
来

て
準
備
し
ま
す
が
、
終
り
は
全
部
一

緒
に
、
後
片
づ
け
や
掃
除
を
し
ま
す
。

　
自
分
が
す
ん
だ
か
ら
と
、
先
に
帰

っ
て
し
ま
う
人
は
一
人
も
あ
り
ま
せ

活花コース

ん
。
き
ま
り
た
花
材
の
学
習
だ
け
で

は
な
く
、
　
ハ
イ
キ
ン
グ
を
か
ね
て
、

自
然
の
花
を
つ
か
う
「
野
活
け
」
や

”
他
の
人
と
の
協
力
で
で
き
る
「
圭
わ

り
活
け
」
な
ど
も
や
っ
て
い
ま
す
。

　
食
生
活
コ
ー
ス
　
今
年
か
ら
新
し

く
で
き
た
コ
ー
ス
で
、
月
．
．
．
回
（
一
・

二
∴
．
一
木
曜
日
）
夕
食
を
と
ら
ず
に

六
時
半
か
ら
始
ま
り
ま
す
．

　
い
つ
で
も
、
す
ぐ
使
え
る
献
立
を

調
理
実
習
を
中
心
に
し
て
、
献
立
表

の
読
み
方
か
ら
買
物
ま
’
．
・
を
と
お
し
、

栄
養
、
消
費
、
家
庭
を
学
び
ま
し
た

　
参
加
者
は
十
六
人
で
少
し
さ
み
し

い
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
ま
と
ま
り

も
よ
く
、
仲
間
が
で
き
ま
し
た

　
以
上
が
あ
ら
ま
し
’
、
、
す
が
、
今
年

は
地
区
の
文
化
祭
に
全
員
参
加
し
、

他
の
講
座
や
、
グ
ル
㌧
フ
の
人
達
と

知
り
ム
ロ
う
こ
と
が
’
．
、
き
ま
し
た

　
こ
れ
か
ら
は
、
も
っ
と
多
く
の
友

達
が
集
ま
り
、
学
習
や
仲
間
づ
く
り

と
と
も
に
、
他
の
青
年
や
地
域
の
入

達
と
の
、
交
流
を
深
め
て
行
き
た
い

も
の
’
．
曳
す
。



ヤ
ヘ
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鞭財に

指
定

　
市
教
育
委
員
会
は
、
文
化
財
調
査

審
議
会
の
答
申
に
も
と
づ
き
、
去
る

一
月
二
十
七
日
、
「
鉢
の
石
仏
」
を

十
日
町
市
文
化
財
（
史
跡
）
に
指
定

し
ま
し
た
．
、

　
市
の
文
化
財
は
、
今
回
の
指
定
を

加
え
て
、
史
跡
四
、
書
籍
一
、
工
芸

品
一
、
天
然
記
念
物
二
、
民
俗
芸
能

一
の
九
件
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
い
し
ぽ
と
け

鉢
の
石
仏

　
市
街
地
か
ら
南
西
へ
約
十
キ
・
行

く
と
鉢
部
落
に
着
き
ま
す
、
こ
の
部

落
の
一
番
奥
に
、
松
や
杉
の
大
木
が

こ
ん
も
り
と
茂
っ
た
森
が
あ
り
、
．
】

の
森
の
中
に
二
百
に
近
い
も
ろ
も
ろ嚇 　

の
神
仏
が
石
に
刻
ま
れ
、

　
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
祀
ら
れ

　
て
い
ま
す
。

　
　
．
一
こ
が
通
称
r
鉢
の
石

　
仏
」
と
呼
は
れ
て
、
広
く
近

　
隣
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い

　
る
神
仏
混
合
の
霊
地
で
す
。

　
　
境
内
地
は
約
一
万
平
方
材
あ
り
、

　
そ
の
中
に
本
尊
、
十
三
仏
、
天
燈
の

　
石
、
十
六
羅
漢
、
百
庚
申
、
記
並
銘

　
碑
、
十
』
一
仏
供
養
塔
、
竜
天
塚
と
竜

　
天
池
、
中
山
富
士
、
照
利
庵
そ
の
他

　
の
社
塔
や
石
像
が
あ
り
ま
す
．

　
　
こ
の
石
仏
が
’
、
k
き
た
の
は
、
今
か

　
ら
約
二
百
三
十
年
前
で
、
そ
の
発
端

　
は
伝
説
的
で
す
．

　
　
泉
州
（
大
阪
府
和
泉
市
）
の
曹
洞

　
宗
小
林
山
別
格
蔭
涼
寺
の
六
世
住
職

仏
三
で
あ
っ
た
、
高
僧
明
屋
有
照
（
み
ょ
う

＋
お
く
ゆ
う
し
ょ
う
）
禅
師
が
、
衆
生
済
度

△
の
巡
錫
（
じ
ゅ
ん
し
ゃ
く
）
の
旅
の
途
中
、

　
鉢
部
落
の
は
ず
れ
の
森
の
中
で
野
宿

　
を
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、
折
し
も
空

▽百庚申の一つ

△十六羅漢

よ
り
ふ
し
ぎ
な
天
燈
が
お
り
た
と
い

う
の
で
す
。

　
そ
の
時
の
様
子
を
、
禅
師
は
l
l

樹
ド
に
一
宿
す
、
時
に
天
燈
降
り
霊

々
昭
々
ど
し
て
夜
な
お
昼
の
如
く
、

芳
馨
粉
々
と
し
て
四
方
に
蕉
し
、
難

間
遙
か
に
三
宝
鳥
の
声
あ
り
ー
と

開
山
記
に
書
い
て
い
ま
す
。

　
こ
の
ふ
し
ぎ
な
天
燈
の
お
り
た
と

こ
ろ
に
突
起
し
て
い
た
奇
体
な
石
を

本
尊
と
し
て
、
こ
の
地
を
永
遠
の
仏

法
の
道
場
と
す
る
た
め
に
、
村
人
に

こ
の
処
が
霊
場
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、

土
地
の
喜
捨
（
き
し
ゃ
）
を
受
け
、
小
庵

を
む
す
び
石
仏
山
（
い
し
ぽ
と
け
や
ま
）
と

名
づ
け
て
開
山
し
た
の
で
す
。

一
万
人
を
超
え
た
と
い
う
の
で
す
。

　
開
山
の
発
端
に
な
っ
た
”
天
燈
”

が
ど
う
し
て
起
こ
る
の
か
．
そ
の
科

学
性
に
疑
問
を
も
つ
む
き
も
あ
り
ま

す
が
、
実
際
に
天
燈
を
み
た
と
い
う

人
は
十
指
に
余
り
、
現
在
も
石
仏
信

仰
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
地
域
民
の

・

い
の
中
に
生
き
て
い
ま
す
。

　
今
、
石
仏
の
社
そ
う
に
行
っ
て
み

ま
す
と
、
二
百
に
近
い
石
塔
や
石
仏
、

開
山
の
時
に
植
え
た
と
伝
え
ら
れ
る

老
松
、
田
村
杉
と
呼
ば
れ
る
大
杉
を

含
め
て
丈
余
を
は
か
る
三
十
余
本
の

大
杉
が
あ
り
、
他
の
植
物
群
と
も
調

和
し
て
民
間
信
仰
の
霊
地
に
ふ
さ
わ

し
い
景
観
を
な
し
て
い
ま
す
。

　
保
存
管
理
は
「
い
し
ぼ
と
け
保
存

会
」
が
あ
た
り
、
春
秋
の
手
入
れ
を

は
じ
め
、
こ
ま
め
に
整
備
さ
れ
て
境

内
地
は
い
つ
も
整
然
と
し
て
い
ま
す
。

　
市
内
外
か
ら
こ
の
地
を
訪
れ
る
人

は
多
く
、
無
病
息
災
、
安
産
の
神
と

し
て
今
も
あ
が
め
ら
れ
、
民
間
信
仰

の
あ
り
か
た
を
さ
ぐ
る
霊
地
と
し
て

貴
重
な
史
跡
で
す
。

学
校
施
設
を
開
放

　
　
　
　
　
利
用
申
し
込
み
は
3
月
2
0
日
ま
で
に

　
社
会
体
育
の
普
及
振
興
の
た
め
、
つ
ぎ
の
と
お
り
学
校
施
設
を
学
校
教
育

に
支
障
の
な
い
範
囲
で
一
般
市
民
に
開
放
し
ま
す
。

開
放
校
　
十
日
町
中
学
校
、
南
中
学
校
、
十
日
町
小
学
校
、
西
小
学
校
、
東

小
学
校
、
中
条
小
学
校
、
水
沢
小
学
校
、
吉
田
小
学
校
、
下
条
小
学
校

開
放
内
容

開
放
場
所

開
放
す
る
日

開
　
　
放
　
　
時
　
　
間

屋
内
運
動
場

休
日
・
休
業
日

午
前
9
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で

平
　
　
　
　
日

午
後
6
時
か
ら
午
後
9
時
ま
で

グ
ラ
ウ
ン
ド

5
月
か
ら

　
1
0
月
ま
で

時
間
は
定
め
て
い
ま
せ
ん
が
、
従
来
通
り

各
学
校
の
判
断
で
自
主
的
に
開
放
し
ま
ず
。

利
用
者
　
利
用
者
は
原
則
と
し
て
市
内
在
住
又
は
在
勤
す
る
者
が
1
0
人
以
上

で
構
成
す
る
団
体
で
、
か
つ
責
任
者
が
明
確
な
場
合
と
す
る
。

申
し
込
み
方
法
　
利
用
団
体
は
、
所
定
の
申
し
込
み
書
を
、
教
育
委
員
会
社

会
教
育
課
に
三
月
二
十
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

　
そ
の
工
事
は
、
寛

延
一
．
一
年
（
一
七
五
〇

年
）
か
ら
宝
暦
十
二

年
ま
で
の
十
一
．
一
年
間

の
長
き
に
及
び
、
鉢

部
落
を
は
じ
め
隣
接

の
村
々
の
人
達
の
寄

進
や
労
力
奉
仕
に
よ

っ
て
建
立
さ
れ
、
た

ず
さ
わ
っ
た
石
工
、

大
工
、
人
足
の
数
は

青
．
劉
震
彗
響
葦
藷

　
青
少
年
ホ
ー
ム
は
、
休
日
や
余
暇

を
有
意
義
に
過
し
て
い
た
だ
く
た
め

の
施
設
で
、
市
内
に
働
く
十
五
歳
か

ら
二
十
五
歳
ま
で
の
青
少
年
で
あ
れ

ば
ど
な
た
で
も
無
料
で
利
用
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
皆
さ
ん
の
教
養
の
場
と
し

て
、
つ
ぎ
の
と
お
り
五
十
三
年
度
青

少
年
ホ
ー
ム
教
養
講
座
第
一
期
生
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
仲
間
を
誘
い
合

っ
て
受
講
下
さ
い
。

開
設
期
間
　
四
月
～
九
月

受
講
料
　
無
料
（
教
材
実
費
の
み
）

開
講
式
　
四
月
三
日
（
月
）
午
後
六
時

三
十
分
～

申
し
込
み
方
法
　
青
少
年
ホ
ー
ム
備

付
け
の
受
講
申
し
込
み
書
に
記
入
の

講
座
内
容

う
え
、
六
ヵ
月
分
の
教
材
費
を
添
え

て
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

締
切
り
期
限
　
三
月
二
十
八
日
（
火
）

講
座
名

曜
　
　
　
日

教
　
材
　
費

講
　
　
　
師

茶
　
　
　
道

毎
週
月
曜
日
月

一
、
O
O
O
円

徳
永
久
美
子
先
生

花
　
　
　
道

毎
月
第
一
・
三

　
木
　
曜
　
日

月
一
、
二
〇
〇
円

太
田
千
代
子
先
生

き
も
の
着
付

本
　
　
　
科

毎
週
火
曜
日

一
期

三
、
○
O
O
円

田
村
恭
子
先
生

料
　
　
　
理

毎
月
第
一
・
二
・
三

　
水
　
曜
　
日

月

一
、
二
〇
〇
円

高
梨
泰
子
先
生

（第3種郵便物認可）昭和53年3月10日

青年大学講座

　　　　青年の生き方
　「しビ、け」び）時代も終った……　キドリもポーズも捨てて今の生活を考

えてみてください。

満足してますか？　　　　とても満足？　不満？　それとも

　「まあまあ。でも何か足りない。」そんなふうに思っているとしたら、

ここでもう一度みつめてください。あなたを取りまく現実を、仲間を・

　　　　そしてあなたの心の中を。

　この講座は、そうしたあなたが「何か」に出あう……　そのてだすけ

になるかもしれません。

とお」『93

3月14日
　（火）

青年バラバラ時代
　・頼りにされない青年
　　・テレビ，ステレオ，マンガ
　　　　1人でできるもび）ばかり

新潟大学助教授

吉　　川　　　弘

3月17日
　（金）

不安と挫折
　・不安び）正体
　・自分をみ一）ける。

新潟人学教授

前　　田　　　幹

3月23日
　（木）

出あいからはじめての仲間が
　　・新しい生き方
　　・互いに学ぶということ

県・比青少年研修

　センター指導員

松　田　鉄　夫

幽夜7時～9時　　口十日町市公民館（本館〉講堂

圃受講料はい1）ません。

囹申込は当日までに公民館（本館・地区館）に。

　　　　　　電話（7－5011）でも可。

見
・
考
え
を
も
と
に
文
章
の
上
手
・

ド
手
な
ど
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
自
分
の

本
当
の
声
を
正
直
に
書
く
上
う
に
し

て
ド
さ
い
。
原
稿
の
は
じ
め
に
テ
ー

マ
・
氏
名
・
住
所
・
職
業
を
明
記
し

て
ド
さ
い
。

枚
数
　
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
κ
枚
以

内
、
ダ
テ
書
、
一
人
二
篇
ま
で

〆
切
　
．
、
．
月
．
．
．
ト
一
日
（
金
）

宛
先
　
十
日
町
市
公
民
館
「
．
一
卜
歳

の
記
録
」
係

旭
の
し
く
ま
な
ぴ

　
　
　
　
　
明
る
い
仲
間
づ
く
り
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”
川
治
青
年
講
座
け

　
き
ょ
う
は
木
曜
日
、
五
時
半
頃
に

な
る
と
「
今
晩
は
」
と
は
ず
ん
だ
声

で
、
何
や
ら
賑
や
か
に
話
し
な
が
ら
、

料
理
コ
ー
ス
の
当
番
の
人
で
す
。
さ

っ
そ
く
調
理
実
習
室
に
入
り
、
昼
休

み
に
、
四
人
で
献
立
表
と
に
ら
め
っ

こ
し
な
が
ら
、
人
数
と
量
を
計
算
し

て
買
っ
て
き
た
材
料
を
、
調
理
台
に

多
、
れ
ぞ
れ
分
け
た
頃
“
み
ん
な
が
職

場
か
ら
、
直
接
集
っ
て
き
ま
す
。

　
献
立
を
、
ち
ょ
っ
と
の
ぞ
い
て
み

ま
す
と
、

　
　
①
ロ
ー
ス
ト
・
ビ
ー
フ

　
　
②
の
っ
ぺ
じ
る

　
　
③
フ
ル
ー
ツ
サ
ラ
ダ

警
。
、
聡
姥
．

”
二
十
歳
の
記
録
”
原
稿
募
集
ノ

　
成
人
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
．

昭
和
五
十
三
年
成
人
式
は
、
五
月
レ

四
日
（
日
）
に
市
民
体
育
館
で
行
い
ま

す
。
こ
れ
に
伴
い
、
公
民
館
で
は
つ

ぎ
の
と
お
り
成
人
式
記
念
文
集
「
二

十
歳
の
記
録
」
の
原
稿
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

テ
ー
マ
　
①
わ
た
し
の
青
春
②
わ
た

し
の
仲
間
③
い
ま
職
場
（
学
校
）
で

考
え
て
る
こ
と
④
親
か
ら
学
ん
だ
こ

と
⑤
わ
た
し
の
恋
愛
・
結
婚
観
⑥
初

め
て
選
挙
権
を
得
て
⑦
わ
た
し
の
職

業
⑧
わ
た
し
の
郷
土
を
考
え
る
⑨
わ

た
し
の
訴
え
た
い
こ
と
⑩
わ
た
し
の

生
い
た
ち
⑪
わ
た
し
の
余
暇
⑫
詩

書
き
方
，
自
分
の
立
場
・
体
験
・
意

バザーで大活躍

　
先
生
の
説
明
を
聞
き
、
し
よ
し
よ

実
習
に
か
か
り
ま
す
。
み
ん
な
で
協

力
し
合
い
な
が
ら
、
本
当
に
楽
し
そ

う
に
や
っ
て
い
ま
す
。
や
が
て
で
き

あ
が
り
．
さ
あ
、
今
日
の
結
果
は
ど

う
で
し
ょ
う
。
時
に
は
失
敗
も
あ
り

ま
す
が
、
夕
食
を
食
べ
ず
に
、
お
な

か
が
ペ
コ
ペ
コ
な
の
で
、
そ
の
お
い

し
い
こ
と
。

Gの

①
学
習
を
と
お
し
て
家
庭
を
考
え
る
．

②
仲
間
づ
く
り
を
す
る
。

を
、
ね
ら
，
い
と
し
て
、
新
し
い
地
区

館
で
学
習
し
て
い
る
、
川
治
青
年
講

座
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
活
花
コ
ー
ス
　
青
年
学
級
の
頃
か

ら
あ
る
コ
ー
ス
で
す
が
、
月
三
回

（
一
・
三
・
四
火
曜
日
の
夜
）
学
習

し
て
い
ま
す
。

　
現
在
二
十
一
人
で
す
が
、
そ
の
人

に
よ
り
、
盛
花
、
投
入
、
生
花
と
あ

り
ま
す
が
「
資
格
」
を
取
る
こ
と
よ

り
、
花
を
と
お
し
て
「
礼
儀
や
心
」

を
学
ぶ
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
い
ま

す
。　

始
ま
り
は
、
当
番
の
人
が
早
く
来

て
準
備
し
ま
す
が
、
終
り
は
全
部
一

緒
に
、
後
片
づ
け
や
掃
除
を
し
ま
す
。

　
自
分
が
す
ん
だ
か
ら
と
、
先
に
帰

っ
て
し
ま
う
人
は
一
人
も
あ
り
ま
せ

活花コース

ん
。
き
ま
り
た
花
材
の
学
習
だ
け
で

は
な
く
、
　
ハ
イ
キ
ン
グ
を
か
ね
て
、

自
然
の
花
を
つ
か
う
「
野
活
け
」
や

”
他
の
人
と
の
協
力
で
で
き
る
「
圭
わ

り
活
け
」
な
ど
も
や
っ
て
い
ま
す
。

　
食
生
活
コ
ー
ス
　
今
年
か
ら
新
し

く
で
き
た
コ
ー
ス
で
、
月
．
．
．
回
（
一
・

二
∴
．
一
木
曜
日
）
夕
食
を
と
ら
ず
に

六
時
半
か
ら
始
ま
り
ま
す
．

　
い
つ
で
も
、
す
ぐ
使
え
る
献
立
を

調
理
実
習
を
中
心
に
し
て
、
献
立
表

の
読
み
方
か
ら
買
物
ま
’
．
・
を
と
お
し
、

栄
養
、
消
費
、
家
庭
を
学
び
ま
し
た

　
参
加
者
は
十
六
人
で
少
し
さ
み
し

い
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
ま
と
ま
り

も
よ
く
、
仲
間
が
で
き
ま
し
た

　
以
上
が
あ
ら
ま
し
’
、
、
す
が
、
今
年

は
地
区
の
文
化
祭
に
全
員
参
加
し
、

他
の
講
座
や
、
グ
ル
㌧
フ
の
人
達
と

知
り
ム
ロ
う
こ
と
が
’
．
、
き
ま
し
た

　
こ
れ
か
ら
は
、
も
っ
と
多
く
の
友

達
が
集
ま
り
、
学
習
や
仲
間
づ
く
り

と
と
も
に
、
他
の
青
年
や
地
域
の
入

達
と
の
、
交
流
を
深
め
て
行
き
た
い

も
の
’
．
曳
す
。



1
略
眠
℃

（8）
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三
種
及
び
二
種
混
合
予
防
接
種
を
実
施

　
昭
和
五
十
三
年
度
百
日
咳
、
ジ
フ

テ
リ
ア
、
破
傷
風
三
種
混
合
（
二
回

目
）
及
び
ジ
フ
テ
リ
ア
、
破
傷
風
二

種
混
合
予
防
接
種
を
下
記
の
日
程
に

よ
り
実
施
し
ま
す
。

該
当
者
第
二
期
〈
ジ
フ
テ
リ
ア
・

破
傷
風
二
種
混
合
〉
昭
和
四
十
九
年

六
月
一
日
～
九
月
三
十
日
ま
で
に
生

れ
た
者
第
一
期
〈
百
日
咳
・
ジ
フ

テ
リ
ア
・
破
傷
風
三
種
混
合
〉
昭
和

四
十
九
年
十
月
一
日
～
五
十
一
年
四

月
一
日
ま
で
に
生
れ
た
者
で
、
前
回

一
回
目
接
種
を
受
け
た
者
と
、
未
実

施
者

　
※
第
一
期
は
三
回
接
種
で
完
了
と

　
な
り
ま
す
が
、
最
低
二
回
接
種
を

　
受
け
る
事
で
完
了
と
み
な
し
ま
す
。
　
　
一
回
接
種
と
な
り
ま
す
．

　
第
二
期
は
、
第
一
期
完
了
の
翌
年
　
　
接
種
前
の
注
意
　
■
前
日
入
浴
を
さ

実
施
地
区
名

月
　
　
　
日

受
付
時
間

実
施
会
場

十
日
町
全
区

　
　
　
）

4
月
3
日
偵

午
後

－
時
4
0
分
～
2
時
2
0
分

勤
労

青
少
年
ホ
ー
ム

新
座
・
大
井
田

4
月
4
日
㈹

高
田
町
四
・
五
丁
目

下
　
条
　
全
　
区

4
月
5
日
困

午
後

1
時
3
0
分
～
2
時

下
条
公
民
館

川
治
（
高
田
町
四
・

五
除
く
）
全
区

午
後

1
時
4
0
分
～
2
時
2
0
分

川
治
公
民
館

六
　
箇
　
全
　
区

吉
　
田
　
全
　
区

4
月
6
日
困

午
後

2
時
～
2
時
3
0
分

吉
田
出
張
所

中
　
条
　
全
　
区

午
後

1
時
4
0
分
～
2
時
2
0
分

中
条
公
民
館

水
　
沢
　
全
　
区

4
月
7
日
樹

午
後

1
時
4
0
分
～
2
時
2
0
分

水
沢
出
張
所

憾

　　留による被害状況を
　　　　　　　　　お知らせ下さい

　今冬も昨冬同様ドカ雪型の豪雪となり、家屋等の被

害が発生したところが多数あるものと思われます。

　市讐害対策室では、この雪による被害状況をまとめ

ています。

　調査の資料収集は、市政事務嘱託員を通じて行いま

すので・家屋の倒壊、破損、浸水、人身事故などが発

生した世帯は、3月24日までに被害状況を嘱託員にお

知らせ下さい。

灘

せ
清
潔
な
肌
着
の
着
用
を
■
接
種
日

は
体
温
測
定
を
忘
れ
ず
に
。
特
に
第

一
期
該
当
者
は
お
子
さ
ん
の
体
調
に

』』＿、．かしこ匁蛸嚢者⑬

‘ゆずりは．を発行

　新潟県消費者協会は、設立10

周年を記念して、体験を生かし

た消費のしつけ“ゆずりは．を

発行しました。

　これは、文庫本サイスで、消

費者教育の第一歩としての「家

庭における消賛のしつけ」の体

験をもとに、200頁にわたって

まとめあげたものです。

　価格は一冊400円です。ご希

望の万は而商工課内消費者協会

事務局までお申し込み下さい。

注
意
を
目
有
熱
者
、
病
後
衰
弱
の
著

し
い
者
、
そ
の
他
医
師
が
不
適
と
認

め
た
者
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
■
問

診
票
は
責
任
を
も
っ
て
正
確
に
記
入

し
て
下
さ
い
。

4
月
に
福
祉
年
金
が

　
　
　
　
　
支
払
わ
れ
ま
す

　
い
ま
ま
で
福
祉
年
金
の
支
払
い
月

は
、
一
月
、
五
月
、
九
月
と
な
っ
て

い
ま
し
た
が
、
昨
年
の
国
民
年
金
法

の
改
正
で
四
月
、
八
月
、
十
二
月
に

変
更
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
年
金
の

支
払
い
は
一
ヵ
月
づ
っ
繰
上
が
り
ま

す
。　

こ
の
た
め
、
こ
と
し
最
初
の
年
金

　
総
務
課
で
扱
っ
て
い
る
仕
事
の
内

容
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
秘
書
係
　
秘
書
・
渉
外
・
儀
式
及

び
ほ
う
賞
に
関
す
る
こ
と
。

　
職
員
係
　
市
職
員
の
人
事
・
給
与

研
修
・
職
員
団
体
な
ど
職
員
の
福
利

厚
生
・
特
別
職
に
伴
な
う
事
務
等
。

　
行
政
文
書
係
　
市
政
事
務
嘱
託
員

市
議
会
の
招
集
議
案
・
市
の
条
例
・

規
程
・
防
災
対
策
・
文
書
発
送
受
付

事
務
及
び
庁
舎
管
理
、
庁
用
自
動
車

の
集
中
管
理
等
．

　
市
民
と
市
の
パ
イ
プ
役
の
嘱
託
員

の
皆
様
方
に
は
、
常
日
頃
．
市
政
事
務

に
．
こ
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま

し
て
あ
り
が
と
う
．
こ
ざ
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
（
岩
田
総
務
課
長
）

は
四
月
十
一
日
か
ら
支
払
わ
れ
ま
す

の
で
、
忘
れ
ず
に
受
け
と
っ
て
く
だ

さ
い
。

寄
付
あ
り
が
と
う

　
社
会
福
祉
事
業
へ

　
▼
渡
辺
春
吉
・
…
－
文
房
具
（
鉛
筆

二
十
ニ
ダ
ー
ス
、
ノ
ー
ト
六
十
冊
）

▼
十
日
町
地
区
同
盟
青
年
婦
人
会
議

　
：
・
九
万
四
千
八
百
七
十
二
円
　
▼

重
野
芳
蔵
－
…
⊥
万
五
千
百
五
十
円

▼
小
海
一
良
…
…
三
万
円
（
香
典
返

し
）
　
▼
中
央
ク
ラ
ブ
（
島
田
道
夫

会
長
）
・
…
：
八
千
三
百
三
十
円
　
▼

歯
車
会
…
－
七
万
三
千
二
百
円
　
▼

しラ
。

ワ
σ

お
，晦

笠

　
　
　
、
ノ

　
ま
ー
“

奏
都
躍

　
『
朽
曳
a
箋

度
噛
ね

そ
噛
り

あ
め
名
ヒ
う

こ
空
“
容
3

㌃
．
．

較
へ

市
農
協
婦
人
部
メ
ダ
カ
グ
ル
ー
プ
…

…
五
千
円
　
▼
中
林
昌
子
…
…
．
．
一
万

円
（
香
典
返
し
）
　
▼
林
福
市
…
－

五
千
円

　
　
　
　
　
　
　
駄

雷
㌧
拶
2
　
齢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

○
長
か
っ
た
冬
も
、
共
う
や
く
終
り

を
告
げ
、
春
に
一
歩
一
歩
近
づ
い
て

い
る
よ
う
で
す
。

○
今
冬
の
最
高
積
雪
は
、
二
月
二
十

四
日
観
測
の
市
街
地
、
、
一
百
九
㎝
、
市

内
最
高
（
塩
之
又
）
四
百
四
十
五
㎝

と
い
う
も
の
す
ご
さ
で
し
た
。
こ
れ

か
ら
の
毎
日
は
、
市
役
所
も
市
民
も

冬
の
後
始
末
に
精
を
出
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
よ
う
で
す
。

O
市
議
会
第
↓
回
定
例
会
は
、
三
月

六
日
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
．
こ

の
議
会
は
、
別
名
予
算
議
会
と
も
呼

ば
れ
、
五
十
三
年
度
の
予
算
が
審
議

さ
れ
ま
す
。
全
国
的
な
不
況
の
な
か

市
税
収
入
も
ま
た
伸
び
悩
み
、
苦
し

い
台
所
で
す
が
、
一
般
経
常
費
を
極

力
抑
え
、
建
設
事
業
の
推
進
を
図
っ

て
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
、
四
月
十
日

号
で
お
知
ら
せ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

■市勢／人ロ…50．479人（男24．691・女25．788人）／世帯数…11．973／面積…211．44k㎡（2月1日現在）
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